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政策提言に向け各常任委員会のテーマに関係する町民との意見交換会を行いました。
各グループから集まった意見を町の課題解決につながる政策提言を行う。

議会と町民と語る会 令和8年2月7日 あしびの郷ホワイエ

3 2［知名町議会だより No.180］［知名町議会だより No.180］

１ 総務文教常任委員会 「障害者・発達障害児支援」について

２ 経済建設常任委員会 「スマート農業」について

障害者福祉はこれまで目に見える形での取り組みが十分ではなく、範囲が広くニーズ
把握が困難なため、町民や関係事業所からの声を聴くことが重要と認識している。

鹿児島県の離島「沖永良部島」の中での療育、現況と問題点、今後、議員さんを中心        
にどう良い方向へ向けていけるか？意見を出し合いました。」問題点は山積ですが、
今、動かないと今後も何も変わって行かないと思います。療育、教育機関～就労にい
たるまでできる事を島民全員まきこんで考えてもらいたいです。できる事は協力してい
きたいとは思います。
私は、教育の場に身をおいているが最終的には就労、就職、その継続が重要なのだ
と思った。人、場所、予算等課題は多いだろうと想像できるが、ずっと島で生活できる
環境にしていく努力をみんなでできればと思う。
障害者就労支援について考える事ができた。知名町内での障害者支援の充実が大
事障害者雇用を実現したい。
子供の明るい未来のために今できる事をやる。周りに協力をお願いできる場所をつくる。
島内の企業さんの障害者雇用について現状等を知りたい。

背景

当事者、保護者、関係事業所からの意見を聴取し、10年、20年かけてでも継続的に課
題解決に取り組み、政策として実現していく。

目標

参加者ご意見

農家の減少、労働力不足、高齢化社会が町の大きな課題となっており、農業の効率化
と経済向上にスマート農業の導入が不可欠。

背景

４Ｈクラブや農業者を中心に意見を伺い、9月の政策提言に反映させる。ドローンによ
る農薬散布組合の設立など、一部で取組は開始済み。

計画

総務文教常任委員会所管事務調査
令和8年1月21日
【視察先】 ＮＰＯ法人グッジョブサポート（鹿児島市）
【視察内容】 障害者福祉、障害児通所支援事業について、障害児通所支援の事業所視察
【視察先の事業内容】 自立訓練、就労移行支援、就労継続支援Ａ型・Ｂ型、放課後等デ
イサービス等

視察研修
ＮＰＯ法人グッジョブサポートセンター理事長の宮之原綾子氏からグループが鹿児島
市で行っている各種事業の説明や障害福祉における新制度、就労継続支援Ａ型・Ｂ型
の違いなど講話のあと運営する施設を見学しました。課題として離島においては就労
選択支援事業所が少ないため就労の機会が限られている。

・

・

・

・
・

沖永良部ではドローンによる散布は広がってきていいるが、それ以外のスマート農業に
関する情報がまだ少ない様に思える。
ドローン・自動トラクターなどの活用をしていく中でＲＴＫ基地局が必要。土づくりが大事。
若い人が少ない中でスマート農業を取り入れる事で農地の規模拡大をしやすくなり知
名町としてもいいのではないのかと思った。
農業人口が減っていく中でスマート農機は必要になっていく。
10年から20年後、農業者が減っていくのを見すえて若い人にはスマート農業を進めて
いくのは大事だと思う。

※RTK基地局とは、地上に設置され位置情報データを発信する施設。

参加者ご意見

・

・
・

・
・



政策提言に向け各常任委員会のテーマに関係する町民との意見交換会を行いました。
各グループから集まった意見を町の課題解決につながる政策提言を行う。

議会と町民と語る会 令和8年2月7日 あしびの郷ホワイエ

3 2［知名町議会だより No.180］［知名町議会だより No.180］

１ 総務文教常任委員会 「障害者・発達障害児支援」について

２ 経済建設常任委員会 「スマート農業」について

障害者福祉はこれまで目に見える形での取り組みが十分ではなく、範囲が広くニーズ
把握が困難なため、町民や関係事業所からの声を聴くことが重要と認識している。

鹿児島県の離島「沖永良部島」の中での療育、現況と問題点、今後、議員さんを中心        
にどう良い方向へ向けていけるか？意見を出し合いました。」問題点は山積ですが、
今、動かないと今後も何も変わって行かないと思います。療育、教育機関～就労にい
たるまでできる事を島民全員まきこんで考えてもらいたいです。できる事は協力してい
きたいとは思います。
私は、教育の場に身をおいているが最終的には就労、就職、その継続が重要なのだ
と思った。人、場所、予算等課題は多いだろうと想像できるが、ずっと島で生活できる
環境にしていく努力をみんなでできればと思う。
障害者就労支援について考える事ができた。知名町内での障害者支援の充実が大
事障害者雇用を実現したい。
子供の明るい未来のために今できる事をやる。周りに協力をお願いできる場所をつくる。
島内の企業さんの障害者雇用について現状等を知りたい。

背景

当事者、保護者、関係事業所からの意見を聴取し、10年、20年かけてでも継続的に課
題解決に取り組み、政策として実現していく。

目標

参加者ご意見

農家の減少、労働力不足、高齢化社会が町の大きな課題となっており、農業の効率化
と経済向上にスマート農業の導入が不可欠。

背景

４Ｈクラブや農業者を中心に意見を伺い、9月の政策提言に反映させる。ドローンによ
る農薬散布組合の設立など、一部で取組は開始済み。

計画

総務文教常任委員会所管事務調査
令和8年1月21日
【視察先】 ＮＰＯ法人グッジョブサポート（鹿児島市）
【視察内容】 障害者福祉、障害児通所支援事業について、障害児通所支援の事業所視察
【視察先の事業内容】 自立訓練、就労移行支援、就労継続支援Ａ型・Ｂ型、放課後等デ
イサービス等

視察研修
ＮＰＯ法人グッジョブサポートセンター理事長の宮之原綾子氏からグループが鹿児島
市で行っている各種事業の説明や障害福祉における新制度、就労継続支援Ａ型・Ｂ型
の違いなど講話のあと運営する施設を見学しました。課題として離島においては就労
選択支援事業所が少ないため就労の機会が限られている。

・

・

・

・
・

沖永良部ではドローンによる散布は広がってきていいるが、それ以外のスマート農業に
関する情報がまだ少ない様に思える。
ドローン・自動トラクターなどの活用をしていく中でＲＴＫ基地局が必要。土づくりが大事。
若い人が少ない中でスマート農業を取り入れる事で農地の規模拡大をしやすくなり知
名町としてもいいのではないのかと思った。
農業人口が減っていく中でスマート農機は必要になっていく。
10年から20年後、農業者が減っていくのを見すえて若い人にはスマート農業を進めて
いくのは大事だと思う。

※RTK基地局とは、地上に設置され位置情報データを発信する施設。

参加者ご意見

・

・
・

・
・



田 尻  博 樹議員

製
氷
施
設
に
つ
い
て

一
般
質
問

町
長
令
和
１０
年
度
に
建
設
工
事
を
計
画
し
て
い
ま
す
︒

動画はこちら

　
　

令
和
７
年
６
月
議
会
で
製
氷
施
設
に
つ

い
て
は
︑﹁最
適
な
補
助
事
業
を
活
用
し
な
が

ら
更
新
を
目
指
す
﹂と
の
答
弁
で
あ
った
が
︑

今
後
の
計
画
に
つ
い
て
伺
う
︒

　
　
　
　
　

製
氷
施
設
の
整
備
計
画
に
つ
き

ま
し
て
は
︑奄
美
群
島
成
長
戦
略
推
進
交
付

金
事
業
を
活
用
し
︑令
和
８
年
度
に
お
い
て

実
施
設
計
と
施
設
建
設
予
定
地
の
地
質
調

査
︑令
和
１０
年
度
に
お
い
て
建
設
工
事
を
計

画
し
て
い
ま
す
︒ま
た
︑現
在
は
基
本
設
計
を

実
施
中
で
あ
り
︑令
和
８
年
度
か
ら
始
ま
る

事
業
開
始
に
向
け
た
基
本
的
な
整
備
計
画

の
作
成
を
行
って
い
る
と
こ
ろ
で
す
︒な
お
︑既

存
の
施
設
に
つ
き
ま
し
て
は
︑補
助
事
業
の
対

象
外
と
は
な
り
ま
す
が
令
和
８
年
度
に
お
い

て
解
体
工
事
を
計
画
し
て
お
り
ま
す
︒

問問

問

問

問 製
氷
施
設
に
つ
い
て

　
　

漁
業
者
は
物
価
高
で
漁
具
の
購
入
に

苦
慮
し
て
い
る
現
状
で
あ
る
︒持
続
可
能
な

漁
業
振
興
を
図
る
べ
く
漁
具
に
つ
い
て
支
援

が
で
き
な
い
か
伺
う
︒

漁
業
振
興
に
つ
い
て

　
　
小
・中
学
校
で
の
１
年
間
の
児
童
・生
徒

１
人
あ
た
り
の
保
護
者
負
担
は
ど
の
く
ら
い

あ
る
の
か
伺
う
︒

　
　
　
　
　

  

本
年
２
月
に
行
った
調
査
に

よ
る
と
︑学
年
や
学
校
に
よ
って
異
な
り
ま
す

が
︑年
間
の
教
材
費
が
小
学
校
で
６
︐０
０
０

円
〜
１
５
︐０
０
０
円
程
度
︑中
学
校
で
１

４
︐０
０
０
〜
３
０
︐０
０
０
円
程
度
で
す
︒そ

こ
に
Ｐ
Ｔ
Ａ
会
費
等
が
加
わ
り
全
学
年
平
均

の
年
間
支
出
が
︑小
学
校
で
２
０
︐０
０
０
程

度
︑中
学
校
で
５
０
︐０
０
０
円
程
度
で
す
︒

　
　　
　
　

知
名
漁
港
は
鹿
児
島
県
が
管

理
す
る
県
管
理
漁
港
で
あ
り
ま
す
︒大
島
支

庁
沖
永
良
部
事
務
所
に
確
認
し
た
と
こ
ろ
︑

所
有
者
判
明
後
︑放
置
船
状
態
と
な
って
い

る
も
の
に
つ
い
て
は
撤
去
依
頼
を
行
う
と
聞

い
て
い
ま
す
︒町
管
理
の
沖
泊
漁
港
及
び
住

　
　　
　
　
　

今
年
度
︑保
護
者
や
町
民
か

　
　　
　
　

漁
業
経
営
は
物
価
高
に
よ
り

非
常
に
厳
し
い
状
況
に
あ
る
と
認
識
し
て
お

り
ま
す
︒そ
の
た
め
︑令
和
８
年
度
か
ら
新
規

事
業
と
し
て
﹁知
名
町
漁
業
設
備
改
善
支
援

事
業
﹂を
開
始
す
る
予
定
で
す
︒当
事
業
の
活

用
に
よ
り
漁
業
者
の
所
得
向
上
と
経
営
の
安

定
化
を
図
って
ま
い
り
た
い
と
考
え
て
お
り

ま
す
︒

西 　 文 男 議員

地
域
住
民
の
安
心
安
全
な
イ
ン
フ
ラ
整
備
に
つ
い
て

一
般
質
問

町
長
車
の
離
合
が
困
難
な
区
間
も
あ
る
た
め
改
善
策
に
つ
い
て
検
討
︒

動画はこちら

　
　

新
庁
舎
が
完
成
し
瀬
利
覚
モ
ー
キ
線

を
利
用
し
て
庁
舎
に
行
く
町
民
の
方
々
が
︑

離
合
の
際
に
幅
員
が
狭
く
︑路
肩
も
な
い
た

め
危
険
な
状
態
が
続
い
て
い
る
︒道
路
拡
幅

は
出
来
な
い
か
伺
う
︒

　
　

徳
時
吉
野
線
の
道
路
拡
幅
時
期
は
い

つ
ご
ろ
に
な
る
か
伺
う
︒

　
　
　
　
　
　
　

令
和
８
年
度
予
算
は
既

に
終
わ
って
い
ま
す
の
で
︑令
和
９
年
度
予
算

計
上
を
考
え
て
い
ま
す
︒
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安全に整備された通学路 整備前の通学路

　
　

近
年
︑知
名
漁
港
を
は
じ
め
そ
の
他
の

漁
港
周
辺
に
廃
船
が
見
ら
れ
る
が
︑管
理
及

び
廃
船
処
理
は
ど
の
よ
う
に
行
わ
れ
て
い
る

の
か
伺
う
︒

教
育
費
に
つ
い
て

教
育
行
政
に
つ
い
て

答
： 町
長

答
： 町
長

答
： 町
長

答
： 町
長

答
： 建
設
課
長

徳時吉野線 瀬利覚モーキ線

問

　
　

岬
夕
焼
け
ス
ポ
ー
ツ
少
年
団
で
の
︑デ

マ
ン
ド
バ
ス
利
用
料
金
援
助
は
出
来
な
い
か

伺
う
︒

　
　
　
　
　
　
　

財
政
が
厳
し
く
一
部
の

ス
ポ
ー
ツ
少
年
団
の
み
助
成
は
厳
し
い
状
況

で
す
︒

問

　
　

住
吉
・田
皆
小
ス
ポ
ー
ツ
少
年
団
は
合

同
で
活
動
し
て
い
る
が
練
習
会
場
へ
の
送
迎

が
保
護
者
の
勤
務
時
間
と
重
な
り
負
担
と

な
って
い
る
︒デ
マ
ン
ド
バ
ス
等
を
活
用
し
た

送
迎
支
援
は
出
来
な
い
か
伺
う
︒

問

　
　
　
　
　

瀬
利
覚
モ
ー
キ
線
は
庁
舎
付

近
の
み
が
2
車
線
で
庁
舎
か
ら
山
側
は
１
車

線
道
路
で
こ
の
区
間
に
つ
い
て
は
道
路
幅
員

が
狭
く
離
合
が
困
難
な
区
間
も
あ
る
の
で
︑

改
善
策
を
検
討
し
ま
す
︒

答
： 町
長

問
　
　

特
に
南
海
ト
ラ
フ
地
震
発
生
時
に
避

難
経
路
と
し
て
大
山
へ
の
避
難
道
路
︑そ
し

て
災
害
時
の
物
資
輸
送
等
に
も
通
行
す
る
と

思
う
の
で
拡
幅
整
備
出
来
な
い
か
伺
う
︒

　
　
　
　
　
　
　

瀬
利
覚
モ
ー
キ
線
は
幅

員
が
狭
く
避
難
経
路
と
し
て
設
定
し
て
い
ま

せ
ん
︒

答
： 総
務
課
長

問
　
　

徳
時
吉
野
線
は
徳
時
字
内
で
一
部
の

場
所
で
道
路
幅
員
が
狭
く
通
行
時
に
危
険

で
あ
る
︒道
路
用
地
を
無
償
提
供
を
考
え
て

い
る
地
主
さ
ん
が
い
ま
す
︒安
全
に
通
行
で

き
る
よ
う
に
道
路
拡
幅
が
出
来
な
い
か
伺
う
︒

　
　
　
　
　

登
記
情
報
を
確
認
し
た
と
こ

ろ
︑昨
年
１０
月
に
所
有
権
移
転
登
記
が
行
わ

れ
て
お
り
︑地
元
か
ら
の
強
い
要
望
が
あ
り
︑

ま
た
土
地
の
無
償
提
供
に
つ
い
て
も
協
力
を

い
た
だ
け
る
た
め
︑拡
幅
に
向
け
地
元
及
び

地
権
者
の
方
々
と
協
議
を
進
め
て
い
き
ま
す
︒

答
： 町
長

　
　
　
　
　

デ
マ
ン
ド
バ
ス
で
の
中
学
校
で

の
利
用
実
績
は
あ
り
ま
す
が
︑現
在
の
運
行

体
制
で
は
全
て
の
予
約
を
確
実
に
受
け
る
の

は
体
制
が
整
って
い
な
い
た
め
難
し
い
状
況
で
す
︒

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

町
の
財
政

も
厳
し
く
町
独
自
の
助
成
は
厳
し
い
状
況

で
す
︒

答
： 総
務
課
長

　
　

家
計
を
圧
迫
す
る
修
学
旅
行
費
の
公

的
助
成
を
拡
充
出
来
な
い
か
伺
う
︒

　
　
　
　
　
　

本
年
度
の
修
学
旅
行
費
は

国
庫
補
助
で
小
学
生
３
万
円
︑中
学
生
４
万

５
５
０
０
円
行
って
い
る
︒

問

吉
港
に
も
放
置
状
態
と
な
って
い
る
も
の
が

確
認
さ
れ
て
お
り
︑県
と
同
様
︑現
在
所
有

者
を
問
い
合
わ
せ
中
で
あ
り
所
有
者
判
明
後

撤
去
依
頼
を
行
い
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
︒

答
： 教
育
長

問　　
今
年
度
︑保
護
者
や
町
民
か
ら
各
小
・

中
学
校
に
危
険
を
注
意
す
る
連
絡
︵例
　
危

険
箇
所
で
遊
ん
で
い
る
︶は
︑何
件
あ
った
の

か
伺
う
︒

答
： 教
育
長

答
： 教
育
長

　
　

多
子
家
庭
に
お
い
て
は
︑子
供
に
か
か

る
教
育
費
も
多
大
で
非
常
に
厳
し
い
状
態

が
続
い
て
い
る
︒隣
島
で
行
っ
て
い
る
よ
う

に
︑わ
が
町
で
も
独
自
の
修
学
旅
行
費
の
助

成
は
出
来
な
い
か
伺
う
︒

問答
： 教
育
委
員
会
事
務
局
長

ら
各
学
校
に
危
険
を
注
意
す
る
連
絡
は
︑１３

件
あ
り
ま
し
た
︒そ
の
内
の
５
件
が
︑解
体
工

事
現
場
が
あ
る
等
︑危
険
箇
所
が
あ
る
と
い

う
情
報
提
供
で
し
た
︒残
り
の
８
件
が
港
な

ど
危
険
箇
所
への
児
童
生
徒
だ
け
で
の
立
ち

入
り
等
︑危
険
な
行
動
に
つ
い
て
の
情
報
提

供
で
し
た
︒い
た
だ
い
た
情
報
を
校
内
で
共

有
し
︑そ
の
都
度
︑児
童
生
徒
へ個
別
指
導
や

全
体
指
導
を
行
って
お
り
ま
す
︒今
後
も
︑家

庭
や
地
域
と
協
力
し
て
児
童
生
徒
の
安
全

指
導
を
徹
底
し
て
ま
い
り
ま
す
︒



田 尻  博 樹議員

製
氷
施
設
に
つ
い
て

一
般
質
問

町
長
令
和
１０
年
度
に
建
設
工
事
を
計
画
し
て
い
ま
す
︒

動画はこちら

　
　

令
和
７
年
６
月
議
会
で
製
氷
施
設
に
つ

い
て
は
︑﹁最
適
な
補
助
事
業
を
活
用
し
な
が

ら
更
新
を
目
指
す
﹂と
の
答
弁
で
あ
った
が
︑

今
後
の
計
画
に
つ
い
て
伺
う
︒

　
　
　
　
　

製
氷
施
設
の
整
備
計
画
に
つ
き

ま
し
て
は
︑奄
美
群
島
成
長
戦
略
推
進
交
付

金
事
業
を
活
用
し
︑令
和
８
年
度
に
お
い
て

実
施
設
計
と
施
設
建
設
予
定
地
の
地
質
調

査
︑令
和
１０
年
度
に
お
い
て
建
設
工
事
を
計

画
し
て
い
ま
す
︒ま
た
︑現
在
は
基
本
設
計
を

実
施
中
で
あ
り
︑令
和
８
年
度
か
ら
始
ま
る

事
業
開
始
に
向
け
た
基
本
的
な
整
備
計
画

の
作
成
を
行
って
い
る
と
こ
ろ
で
す
︒な
お
︑既

存
の
施
設
に
つ
き
ま
し
て
は
︑補
助
事
業
の
対

象
外
と
は
な
り
ま
す
が
令
和
８
年
度
に
お
い

て
解
体
工
事
を
計
画
し
て
お
り
ま
す
︒

問問

問

問

問 製
氷
施
設
に
つ
い
て

　
　

漁
業
者
は
物
価
高
で
漁
具
の
購
入
に

苦
慮
し
て
い
る
現
状
で
あ
る
︒持
続
可
能
な

漁
業
振
興
を
図
る
べ
く
漁
具
に
つ
い
て
支
援

が
で
き
な
い
か
伺
う
︒

漁
業
振
興
に
つ
い
て

　
　
小
・中
学
校
で
の
１
年
間
の
児
童
・生
徒

１
人
あ
た
り
の
保
護
者
負
担
は
ど
の
く
ら
い

あ
る
の
か
伺
う
︒

　
　
　
　
　

  

本
年
２
月
に
行
った
調
査
に

よ
る
と
︑学
年
や
学
校
に
よ
って
異
な
り
ま
す

が
︑年
間
の
教
材
費
が
小
学
校
で
６
︐０
０
０

円
〜
１
５
︐０
０
０
円
程
度
︑中
学
校
で
１

４
︐０
０
０
〜
３
０
︐０
０
０
円
程
度
で
す
︒そ

こ
に
Ｐ
Ｔ
Ａ
会
費
等
が
加
わ
り
全
学
年
平
均

の
年
間
支
出
が
︑小
学
校
で
２
０
︐０
０
０
程

度
︑中
学
校
で
５
０
︐０
０
０
円
程
度
で
す
︒

　
　　
　
　

知
名
漁
港
は
鹿
児
島
県
が
管

理
す
る
県
管
理
漁
港
で
あ
り
ま
す
︒大
島
支

庁
沖
永
良
部
事
務
所
に
確
認
し
た
と
こ
ろ
︑

所
有
者
判
明
後
︑放
置
船
状
態
と
な
って
い

る
も
の
に
つ
い
て
は
撤
去
依
頼
を
行
う
と
聞

い
て
い
ま
す
︒町
管
理
の
沖
泊
漁
港
及
び
住

　
　　
　
　
　

今
年
度
︑保
護
者
や
町
民
か

　
　　
　
　

漁
業
経
営
は
物
価
高
に
よ
り

非
常
に
厳
し
い
状
況
に
あ
る
と
認
識
し
て
お

り
ま
す
︒そ
の
た
め
︑令
和
８
年
度
か
ら
新
規

事
業
と
し
て
﹁知
名
町
漁
業
設
備
改
善
支
援

事
業
﹂を
開
始
す
る
予
定
で
す
︒当
事
業
の
活

用
に
よ
り
漁
業
者
の
所
得
向
上
と
経
営
の
安

定
化
を
図
って
ま
い
り
た
い
と
考
え
て
お
り

ま
す
︒

西 　 文 男 議員

地
域
住
民
の
安
心
安
全
な
イ
ン
フ
ラ
整
備
に
つ
い
て

一
般
質
問

町
長
車
の
離
合
が
困
難
な
区
間
も
あ
る
た
め
改
善
策
に
つ
い
て
検
討
︒

動画はこちら

　
　

新
庁
舎
が
完
成
し
瀬
利
覚
モ
ー
キ
線

を
利
用
し
て
庁
舎
に
行
く
町
民
の
方
々
が
︑

離
合
の
際
に
幅
員
が
狭
く
︑路
肩
も
な
い
た

め
危
険
な
状
態
が
続
い
て
い
る
︒道
路
拡
幅

は
出
来
な
い
か
伺
う
︒

　
　

徳
時
吉
野
線
の
道
路
拡
幅
時
期
は
い

つ
ご
ろ
に
な
る
か
伺
う
︒

　
　
　
　
　
　
　

令
和
８
年
度
予
算
は
既

に
終
わ
って
い
ま
す
の
で
︑令
和
９
年
度
予
算

計
上
を
考
え
て
い
ま
す
︒
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安全に整備された通学路 整備前の通学路

　
　

近
年
︑知
名
漁
港
を
は
じ
め
そ
の
他
の

漁
港
周
辺
に
廃
船
が
見
ら
れ
る
が
︑管
理
及

び
廃
船
処
理
は
ど
の
よ
う
に
行
わ
れ
て
い
る

の
か
伺
う
︒

教
育
費
に
つ
い
て

教
育
行
政
に
つ
い
て

答
： 町
長

答
： 町
長

答
： 町
長

答
： 町
長

答
： 建
設
課
長

徳時吉野線 瀬利覚モーキ線

問

　
　

岬
夕
焼
け
ス
ポ
ー
ツ
少
年
団
で
の
︑デ

マ
ン
ド
バ
ス
利
用
料
金
援
助
は
出
来
な
い
か

伺
う
︒

　
　
　
　
　
　
　

財
政
が
厳
し
く
一
部
の

ス
ポ
ー
ツ
少
年
団
の
み
助
成
は
厳
し
い
状
況

で
す
︒

問

　
　

住
吉
・田
皆
小
ス
ポ
ー
ツ
少
年
団
は
合

同
で
活
動
し
て
い
る
が
練
習
会
場
へ
の
送
迎

が
保
護
者
の
勤
務
時
間
と
重
な
り
負
担
と

な
って
い
る
︒デ
マ
ン
ド
バ
ス
等
を
活
用
し
た

送
迎
支
援
は
出
来
な
い
か
伺
う
︒

問

　
　
　
　
　

瀬
利
覚
モ
ー
キ
線
は
庁
舎
付

近
の
み
が
2
車
線
で
庁
舎
か
ら
山
側
は
１
車

線
道
路
で
こ
の
区
間
に
つ
い
て
は
道
路
幅
員

が
狭
く
離
合
が
困
難
な
区
間
も
あ
る
の
で
︑

改
善
策
を
検
討
し
ま
す
︒

答
： 町
長

問
　
　

特
に
南
海
ト
ラ
フ
地
震
発
生
時
に
避

難
経
路
と
し
て
大
山
へ
の
避
難
道
路
︑そ
し

て
災
害
時
の
物
資
輸
送
等
に
も
通
行
す
る
と

思
う
の
で
拡
幅
整
備
出
来
な
い
か
伺
う
︒

　
　
　
　
　
　
　

瀬
利
覚
モ
ー
キ
線
は
幅

員
が
狭
く
避
難
経
路
と
し
て
設
定
し
て
い
ま

せ
ん
︒

答
： 総
務
課
長

問
　
　

徳
時
吉
野
線
は
徳
時
字
内
で
一
部
の

場
所
で
道
路
幅
員
が
狭
く
通
行
時
に
危
険

で
あ
る
︒道
路
用
地
を
無
償
提
供
を
考
え
て

い
る
地
主
さ
ん
が
い
ま
す
︒安
全
に
通
行
で

き
る
よ
う
に
道
路
拡
幅
が
出
来
な
い
か
伺
う
︒

　
　
　
　
　

登
記
情
報
を
確
認
し
た
と
こ

ろ
︑昨
年
１０
月
に
所
有
権
移
転
登
記
が
行
わ

れ
て
お
り
︑地
元
か
ら
の
強
い
要
望
が
あ
り
︑

ま
た
土
地
の
無
償
提
供
に
つ
い
て
も
協
力
を

い
た
だ
け
る
た
め
︑拡
幅
に
向
け
地
元
及
び

地
権
者
の
方
々
と
協
議
を
進
め
て
い
き
ま
す
︒

答
： 町
長

　
　
　
　
　

デ
マ
ン
ド
バ
ス
で
の
中
学
校
で

の
利
用
実
績
は
あ
り
ま
す
が
︑現
在
の
運
行

体
制
で
は
全
て
の
予
約
を
確
実
に
受
け
る
の

は
体
制
が
整
って
い
な
い
た
め
難
し
い
状
況
で
す
︒

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

町
の
財
政

も
厳
し
く
町
独
自
の
助
成
は
厳
し
い
状
況

で
す
︒

答
： 総
務
課
長

　
　

家
計
を
圧
迫
す
る
修
学
旅
行
費
の
公

的
助
成
を
拡
充
出
来
な
い
か
伺
う
︒

　
　
　
　
　
　

本
年
度
の
修
学
旅
行
費
は

国
庫
補
助
で
小
学
生
３
万
円
︑中
学
生
４
万

５
５
０
０
円
行
って
い
る
︒

問

吉
港
に
も
放
置
状
態
と
な
って
い
る
も
の
が

確
認
さ
れ
て
お
り
︑県
と
同
様
︑現
在
所
有

者
を
問
い
合
わ
せ
中
で
あ
り
所
有
者
判
明
後

撤
去
依
頼
を
行
い
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
︒

答
： 教
育
長

問　　
今
年
度
︑保
護
者
や
町
民
か
ら
各
小
・

中
学
校
に
危
険
を
注
意
す
る
連
絡
︵例
　
危

険
箇
所
で
遊
ん
で
い
る
︶は
︑何
件
あ
った
の

か
伺
う
︒

答
： 教
育
長

答
： 教
育
長

　
　

多
子
家
庭
に
お
い
て
は
︑子
供
に
か
か

る
教
育
費
も
多
大
で
非
常
に
厳
し
い
状
態

が
続
い
て
い
る
︒隣
島
で
行
っ
て
い
る
よ
う

に
︑わ
が
町
で
も
独
自
の
修
学
旅
行
費
の
助

成
は
出
来
な
い
か
伺
う
︒

問答
： 教
育
委
員
会
事
務
局
長

ら
各
学
校
に
危
険
を
注
意
す
る
連
絡
は
︑１３

件
あ
り
ま
し
た
︒そ
の
内
の
５
件
が
︑解
体
工

事
現
場
が
あ
る
等
︑危
険
箇
所
が
あ
る
と
い

う
情
報
提
供
で
し
た
︒残
り
の
８
件
が
港
な

ど
危
険
箇
所
への
児
童
生
徒
だ
け
で
の
立
ち

入
り
等
︑危
険
な
行
動
に
つ
い
て
の
情
報
提

供
で
し
た
︒い
た
だ
い
た
情
報
を
校
内
で
共

有
し
︑そ
の
都
度
︑児
童
生
徒
へ個
別
指
導
や

全
体
指
導
を
行
って
お
り
ま
す
︒今
後
も
︑家

庭
や
地
域
と
協
力
し
て
児
童
生
徒
の
安
全

指
導
を
徹
底
し
て
ま
い
り
ま
す
︒



　
　

今
後
の
﹁学
校
再
編
﹂へ
の
取
り
組
み

は
ど
う
進
め
る
の
か
？

　
　
　
　
　
　

教
育
委
員
会
と
し
て
は
︑児

童
生
徒
が
一
定
の
集
団
規
模
の
中
で
切
磋

琢
磨
で
き
る
環
境
が
望
ま
し
い
と
考
え
て
お

り
︑教
育
環
境
の
維
持
は
喫
緊
の
課
題
で
す
︒

令
和
８
年
度
に
は
﹁学
校
の
あ
り
方
検
討
委

員
会
﹂を
設
置
し
︑１
年
半
か
ら
２
年
程
度
か

け
て
慎
重
に
議
論
を
重
ね
る
予
定
で
す
︒数

の
減
少
の
み
で
判
断
せ
ず
︑地
域
と
の
合
意

形
成
を
図
り
な
が
ら
検
討
を
進
め
ま
す
︒　

　　
　
　
　
　

①
②
と
も
課
題
解
決
に
向
け

必
要
な
助
言
・指
導
を
行
い
ま
す
︒水
土
里

サ
ー
ク
ル
地
区
活
動
で
具
体
的
な
実
施
計
画

を
協
議
い
た
だ
き
た
い
︒

根釜昭一郎議員

学
校
再
編
は
ど
う
な
る
？

一
般
質
問

教
育
長　　
﹁学
校
の
在
り
方
検
討
委
員
会
﹂に
て
議
論
す
る

動画はこちら

　
　

児
童
生
徒
数
の
現
状
と
将
来
的
な
見

通
し
は
？

　
　
　
　
　
　

過
去
１０
年
間
で
小
学
生
は

７６
人
︑中
学
生
は
１９
人
減
少
し
ま
し
た
︒予

測
可
能
な
範
囲
で
あ
る
令
和
１２
年
度
に
は
︑

小
学
生
が
約
２
２
０
人
︑中
学
生
が
約
１
５

０
人
程
度
ま
で
減
少
す
る
と
見
込
ん
で
い
ま

す
︒こ
れ
に
伴
い
︑住
吉
小
学
校
が
令
和
１０
年

度
か
ら
全
学
年
複
式
学
級
に
な
る
可
能
性

が
あ
る
ほ
か
︑下
平
川
小
学
校
で
も
令
和
９

年
度
か
ら
順
次
︑複
式
学
級
が
増
加
す
る
見

込
み
で
す
︒

問

問問

問

　
　

地
域
と
学
校
の
連
携
︵コ
ミ
ュニ
テ
ィ
・ス

ク
ー
ル
︶の
現
状
は
？　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

令
和
５
年
度
か
ら
全
小
中

髙風勝一郎議員

字
道
は
水
土
里
サ
ー
ク
ル
区
域
に
編
入
可
能
か

一
般
質
問

町
長
農
用
地
内
耕
作
用
道
路
は
編
入
可
能

動画はこちら

農
業
農
村
整
備
事
業
に
つ
い
て

町
民
へ
の
情
報
提
供
に
つ
い
て
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小
規
模
校
に
は
﹁一
人
ひ
と

り
に
き
め
細
か
な
指
導
が
で
き
る
﹂﹁発
表
や

リ
ー
ダ
ー
の
機
会
が
多
い
﹂と
い
う
強
み
が

あ
り
ま
す
︒一
方
で
課
題
と
な
る
社
会
性
や

多
様
な
意
見
に
触
れ
る
機
会
の
不
足
に
つ
い

て
は
︑Ｉ
Ｃ
Ｔ
︵タ
ブ
レ
ッ
ト
端
末
︶を
活
用
し

た
他
校
と
の
遠
隔
共
同
学
習
や
オ
ン
ラ
イ
ン

交
流
︑島
留
学
制
度
︑修
学
旅
行
で
の
キ
ャ
リ

ア
教
育
な
ど
を
通
じ
て
補
完
し
て
い
ま
す
︒

　
　

小
規
模
校
に
お
け
る
教
育
の
質
を
ど
う

維
持
・向
上
さ
せ
る
の
か
？

答
： 教
育
長

答
： 教
育
長

問
　
　
　
　
　
　

義
務
教
育
学
校
は
︑９
年
間

の
連
続
し
た
指
導
に
よ
り
﹁中
一
ギ
ャ
ッ
プ
﹂

の
解
消
や
異
年
齢
交
流
の
促
進
と
い
った
メ

リ
ッ
ト
が
あ
り
ま
す
︒本
町
で
は
こ
れ
ま
で
導

入
を
検
討
し
た
経
緯
は
あ
り
ま
せ
ん
が
︑今

後
設
置
さ
れ
る
﹁検
討
委
員
会
﹂に
お
い
て
議

論
の
対
象
と
な
った
場
合
に
は
︑調
査
研
究

を
行
って
い
く
考
え
で
す
︒　　
　
　
　
　
　

　
　
　
　

︻要
旨
︼学
校
は
地
域
の
核
で
あ
り
︑子
供
た

ち
を
支
え
続
け
る
た
め
に
は
︑現
状
維
持
で
は

な
く
﹁学
校
・地
域
を
守
る
た
め
の
再
設
計
﹂

が
必
要
だ
と
考
え
て
い
ま
す
︒０
歳
か
ら
１５
歳

ま
で
切
れ
目
の
な
い
子
育
て
支
援
を
行
う
町

と
し
て
︑義
務
教
育
学
校
を
含
め
た
大
胆
な

検
討
を
期
待
し
た
い
︒　

　
　

﹁義
務
教
育
学
校
︵小
中
一
貫
教
育
︶﹂導

入
の
可
能
性
は
？　
　
　
　
　
　
　
　
　

答
： 教
育
長

答
： 教
育
長

　
　

黒
貫
字
で
Ｒ
６
年
１
月
23
日
に
農
業

農
村
整
備
事
業
聞
き
取
り
座
談
会
︑Ｒ
７

年
２
月
25
日
に
報
告
会
が
開
催
さ
れ
た

が
︑次
に
つ
い
て
そ
の
後
の
対
応
を
伺
う
︒

︻質
問
︼浸
透
池
︵ア
ー
ヤ
ヌ
フ
キ
︶付
近
の

農
道
・水
路
に
つ
い
て
︑①
土
側
溝
を
改
善

で
き
な
い
か
︒②
畑
へ
の
進
入
路
や
農
道
交

差
点
の
暗
渠
が
泥
等
で
詰
ま
って
い
る
が
対

応
を
伺
う
︒ま
た
既
設
暗
渠
の
改
修
は
可

能
か
︒

問

畑へ侵入路の暗渠詰まり状況

整備が望まれる字道状況

答
： 町
長

　
　
　
　
　

横
断
溝
は
︑耕
地
課
・建
設
課

連
携
で
対
応
し
ま
す
︒他
の
質
問
箇
所
は
︑水

土
里
サ
ー
ク
ル
地
区
活
動
で
対
応
い
た
だ
き

た
い
︒

　
　

町
道
小
米
古
里
線
の
水
路
に
つ
い
て
︑

知
名
環
境
セ
ン
タ
ー
か
ら
ニ
シ
ム
タ
間
の
側

溝
や
横
断
溝
︑畑
へ
の
進
入
路
の
暗
渠
が
泥

等
で
詰
ま
って
い
る
が
対
応
で
き
な
い
か
︒

問答
： 町
長

　
　
　
　
　

水
土
里
サ
ー
ク
ル
地
区
活
動

で
対
応
い
た
だ
き
た
い
︒隣
地
区
と
協
議
し

区
域
見
直
し
は
可
能
で
す
︒

　
　

田
水
団
地
の
山
側
の
水
路
が
泥
等
で

詰
ま
り
︑法
面
に
雑
木
が
繁
茂
し
て
い
る
が

対
応
で
き
な
い
か
︒ま
た
水
土
里
サ
ー
ク
ル

区
域
の
見
直
し
も
可
能
か
︒

問

答
： 町
長

答
： 町
長

　
　
　
　
　

里
道
で
あ
る
た
め
︑維
持
管
理

は
地
域
住
民
で
行
う
こ
と
に
な
り
ま
す
︒

　
　

ニ
シ
ム
タ
西
側
の
町
道
小
米
古
里
線

か
ら
海
岸
へ
降
り
る
道
路
は
︑道
路
整
備

や
雑
草
対
策
が
で
き
な
い
か
︒

問答
： 町
長

　
　
　
　
　

連
絡
事
項
等
は
次
年
度
か
ら

掲
載
す
る
よ
う
進
め
た
い
︒町
長
挨
拶
は
公

開
方
法
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
︒

　
　

毎
月
２
回
行
わ
れ
る
区
長
会
で
の
連

絡
事
項
等
や
町
長
挨
拶
を
町
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
等
に
公
開
・掲
載
で
き
な
い
か
︒

問答
： 町
長

　
　
　
　
　

①
町
の
所
有
で
す
︒②
高
木
か

ら
低
木
を
混
植
す
る
こ
と
で
防
風
効
果
の
最

適
化
を
行
って
い
ま
す
︒③
日
常
の
維
持
管

理
は
︑受
益
者
で
あ
る
地
域
の
方
に
な
り
ま

す
︒

　
今
回
の
質
問
は
他
地
区
で
も
苦
慮
さ
れ

て
い
る
事
項
だ
と
思
い
ま
す
︒今
後
は
更
に

町
と
地
区
の
協
議
を
重
ね
︑農
業
農
村
整

備
事
業
が
更
に
進
む
よ
う
要
望
し
ま
し
た
︒

　
　

ニ
シ
ム
タ
の
海
岸
側
に
ア
ダ
ン
︑モ
ク

マ
オ
ウ
︑コ
バ
テ
イ
シ
を
植
え
て
い
る
︒①
所

有
者
は
誰
か
︒②
数
種
類
の
樹
木
を
植
栽

す
る
理
由
は
︒③
管
理
は
ど
う
な
る
︒

問答
： 町
長

　
　
　
　
　

農
用
地
内
で
耕
作
用
道
路
で

あ
れ
ば
水
土
里
サ
ー
ク
ル
区
域
に
入
れ
て
整

備
可
能
で
す
︒

　
　

字
内
に
幅
員
が
狭
く
岩
盤
が
露
出
し

た
道
が
複
数
あ
る
が
︑水
土
里
サ
ー
ク
ル
区

域
に
編
入
し
道
路
整
備
で
き
な
い
か
︒

問答
： 町
長

答
： 教
育
長

問
　
　

町
長
が
考
え
る
﹁学
校
の
あ
り
方
﹂の

基
本
理
念
は
？　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

学
校
の
あ
り
方
を
論
じ
る
際

は
︑何
よ
り
も
﹁子
供
フ
ァ
ー
ス
ト
﹂で
あ
る
べ

き
で
す
︒大
勢
の
中
で
学
ぶ
の
が
良
い
の
か
︑

小
集
団
で
意
見
を
言
え
る
環
境
が
良
い
の

か
︑各
世
代
や
団
体
の
意
見
を
集
約
し
︑子
供

た
ち
に
と
って
の
メ
リ
ッ
ト
を
最
優
先
に
制
度

設
計
を
進
め
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
︒

義務教育学校って何？

小米古里線の水路詰まり状況

学
校
で
導
入
し
て
お
り
︑地
域
住
民
が
学
校

運
営
に
参
画
す
る
体
制
が
整
って
い
ま
す
︒今

後
は
︑学
校
運
営
協
議
会
で
の
ア
イ
デ
ィ
ア

を
活
か
し
︑地
域
の
伝
統
芸
能
継
承
や
高
齢

者
と
の
交
流
︑キ
ャ
リ
ア
教
育
の
支
援
な
ど
︑

地
域
密
着
型
の
教
育
を
さ
ら
に
拡
充
し
て
い

く
方
針
で
す
︒　　
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村
整
備
事
業
に
つ
い
て

町
民
へ
の
情
報
提
供
に
つ
い
て
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小
規
模
校
に
は
﹁一
人
ひ
と

り
に
き
め
細
か
な
指
導
が
で
き
る
﹂﹁発
表
や

リ
ー
ダ
ー
の
機
会
が
多
い
﹂と
い
う
強
み
が

あ
り
ま
す
︒一
方
で
課
題
と
な
る
社
会
性
や

多
様
な
意
見
に
触
れ
る
機
会
の
不
足
に
つ
い

て
は
︑Ｉ
Ｃ
Ｔ
︵タ
ブ
レ
ッ
ト
端
末
︶を
活
用
し

た
他
校
と
の
遠
隔
共
同
学
習
や
オ
ン
ラ
イ
ン

交
流
︑島
留
学
制
度
︑修
学
旅
行
で
の
キ
ャ
リ

ア
教
育
な
ど
を
通
じ
て
補
完
し
て
い
ま
す
︒

　
　

小
規
模
校
に
お
け
る
教
育
の
質
を
ど
う

維
持
・向
上
さ
せ
る
の
か
？

答
： 教
育
長

答
： 教
育
長

問
　
　
　
　
　
　

義
務
教
育
学
校
は
︑９
年
間

の
連
続
し
た
指
導
に
よ
り
﹁中
一
ギ
ャ
ッ
プ
﹂

の
解
消
や
異
年
齢
交
流
の
促
進
と
い
った
メ

リ
ッ
ト
が
あ
り
ま
す
︒本
町
で
は
こ
れ
ま
で
導

入
を
検
討
し
た
経
緯
は
あ
り
ま
せ
ん
が
︑今

後
設
置
さ
れ
る
﹁検
討
委
員
会
﹂に
お
い
て
議

論
の
対
象
と
な
った
場
合
に
は
︑調
査
研
究

を
行
って
い
く
考
え
で
す
︒　　
　
　
　
　
　

　
　
　
　

︻要
旨
︼学
校
は
地
域
の
核
で
あ
り
︑子
供
た

ち
を
支
え
続
け
る
た
め
に
は
︑現
状
維
持
で
は

な
く
﹁学
校
・地
域
を
守
る
た
め
の
再
設
計
﹂

が
必
要
だ
と
考
え
て
い
ま
す
︒０
歳
か
ら
１５
歳

ま
で
切
れ
目
の
な
い
子
育
て
支
援
を
行
う
町

と
し
て
︑義
務
教
育
学
校
を
含
め
た
大
胆
な

検
討
を
期
待
し
た
い
︒　

　
　

﹁義
務
教
育
学
校
︵小
中
一
貫
教
育
︶﹂導

入
の
可
能
性
は
？　
　
　
　
　
　
　
　
　

答
： 教
育
長

答
： 教
育
長

　
　

黒
貫
字
で
Ｒ
６
年
１
月
23
日
に
農
業

農
村
整
備
事
業
聞
き
取
り
座
談
会
︑Ｒ
７

年
２
月
25
日
に
報
告
会
が
開
催
さ
れ
た

が
︑次
に
つ
い
て
そ
の
後
の
対
応
を
伺
う
︒

︻質
問
︼浸
透
池
︵ア
ー
ヤ
ヌ
フ
キ
︶付
近
の

農
道
・水
路
に
つ
い
て
︑①
土
側
溝
を
改
善

で
き
な
い
か
︒②
畑
へ
の
進
入
路
や
農
道
交

差
点
の
暗
渠
が
泥
等
で
詰
ま
って
い
る
が
対

応
を
伺
う
︒ま
た
既
設
暗
渠
の
改
修
は
可

能
か
︒

問

畑へ侵入路の暗渠詰まり状況

整備が望まれる字道状況

答
： 町
長

　
　
　
　
　

横
断
溝
は
︑耕
地
課
・建
設
課

連
携
で
対
応
し
ま
す
︒他
の
質
問
箇
所
は
︑水

土
里
サ
ー
ク
ル
地
区
活
動
で
対
応
い
た
だ
き

た
い
︒

　
　

町
道
小
米
古
里
線
の
水
路
に
つ
い
て
︑

知
名
環
境
セ
ン
タ
ー
か
ら
ニ
シ
ム
タ
間
の
側

溝
や
横
断
溝
︑畑
へ
の
進
入
路
の
暗
渠
が
泥

等
で
詰
ま
って
い
る
が
対
応
で
き
な
い
か
︒

問答
： 町
長

　
　
　
　
　

水
土
里
サ
ー
ク
ル
地
区
活
動

で
対
応
い
た
だ
き
た
い
︒隣
地
区
と
協
議
し

区
域
見
直
し
は
可
能
で
す
︒

　
　

田
水
団
地
の
山
側
の
水
路
が
泥
等
で

詰
ま
り
︑法
面
に
雑
木
が
繁
茂
し
て
い
る
が

対
応
で
き
な
い
か
︒ま
た
水
土
里
サ
ー
ク
ル

区
域
の
見
直
し
も
可
能
か
︒

問

答
： 町
長

答
： 町
長

　
　
　
　
　

里
道
で
あ
る
た
め
︑維
持
管
理

は
地
域
住
民
で
行
う
こ
と
に
な
り
ま
す
︒

　
　

ニ
シ
ム
タ
西
側
の
町
道
小
米
古
里
線

か
ら
海
岸
へ
降
り
る
道
路
は
︑道
路
整
備

や
雑
草
対
策
が
で
き
な
い
か
︒

問答
： 町
長

　
　
　
　
　

連
絡
事
項
等
は
次
年
度
か
ら

掲
載
す
る
よ
う
進
め
た
い
︒町
長
挨
拶
は
公

開
方
法
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
︒

　
　

毎
月
２
回
行
わ
れ
る
区
長
会
で
の
連

絡
事
項
等
や
町
長
挨
拶
を
町
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
等
に
公
開
・掲
載
で
き
な
い
か
︒

問答
： 町
長

　
　
　
　
　

①
町
の
所
有
で
す
︒②
高
木
か

ら
低
木
を
混
植
す
る
こ
と
で
防
風
効
果
の
最

適
化
を
行
って
い
ま
す
︒③
日
常
の
維
持
管

理
は
︑受
益
者
で
あ
る
地
域
の
方
に
な
り
ま

す
︒

　
今
回
の
質
問
は
他
地
区
で
も
苦
慮
さ
れ

て
い
る
事
項
だ
と
思
い
ま
す
︒今
後
は
更
に

町
と
地
区
の
協
議
を
重
ね
︑農
業
農
村
整

備
事
業
が
更
に
進
む
よ
う
要
望
し
ま
し
た
︒

　
　

ニ
シ
ム
タ
の
海
岸
側
に
ア
ダ
ン
︑モ
ク

マ
オ
ウ
︑コ
バ
テ
イ
シ
を
植
え
て
い
る
︒①
所

有
者
は
誰
か
︒②
数
種
類
の
樹
木
を
植
栽

す
る
理
由
は
︒③
管
理
は
ど
う
な
る
︒

問答
： 町
長

　
　
　
　
　

農
用
地
内
で
耕
作
用
道
路
で

あ
れ
ば
水
土
里
サ
ー
ク
ル
区
域
に
入
れ
て
整

備
可
能
で
す
︒

　
　

字
内
に
幅
員
が
狭
く
岩
盤
が
露
出
し

た
道
が
複
数
あ
る
が
︑水
土
里
サ
ー
ク
ル
区

域
に
編
入
し
道
路
整
備
で
き
な
い
か
︒

問答
： 町
長

答
： 教
育
長

問
　
　

町
長
が
考
え
る
﹁学
校
の
あ
り
方
﹂の

基
本
理
念
は
？　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

学
校
の
あ
り
方
を
論
じ
る
際

は
︑何
よ
り
も
﹁子
供
フ
ァ
ー
ス
ト
﹂で
あ
る
べ

き
で
す
︒大
勢
の
中
で
学
ぶ
の
が
良
い
の
か
︑

小
集
団
で
意
見
を
言
え
る
環
境
が
良
い
の

か
︑各
世
代
や
団
体
の
意
見
を
集
約
し
︑子
供

た
ち
に
と
って
の
メ
リ
ッ
ト
を
最
優
先
に
制
度

設
計
を
進
め
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
︒

義務教育学校って何？

小米古里線の水路詰まり状況

学
校
で
導
入
し
て
お
り
︑地
域
住
民
が
学
校

運
営
に
参
画
す
る
体
制
が
整
って
い
ま
す
︒今

後
は
︑学
校
運
営
協
議
会
で
の
ア
イ
デ
ィ
ア

を
活
か
し
︑地
域
の
伝
統
芸
能
継
承
や
高
齢

者
と
の
交
流
︑キ
ャ
リ
ア
教
育
の
支
援
な
ど
︑

地
域
密
着
型
の
教
育
を
さ
ら
に
拡
充
し
て
い

く
方
針
で
す
︒　　
　



福 川  勝 久 議員

え
ら
ぶ
ゆ
り
電
力
の
資
金
繰
り
と
工
事
再
開
の
見
通
し
に
つ
い
て
現
状
の
進
捗
状
況
は

一
般
質
問

町
長
今
後
の
工
事
再
開
及
び
本
契
約
の
完
遂
は
非
常
に
困
難
で
あ
る
と
判
断
し
︑本
契
約
を

解
除
い
た
し
ま
し
た
︒

動画はこちら

　
　

環
境
省
と
の
協
議
結
果
と
今
後
の
事

業
計
画
に
つ
い
て
12
月
定
例
会
に
お
い
て
︑本

町
が
進
め
る
ゼ
ロ
カ
ー
ボ
ン
ア
イ
ラ
ン
ド
沖

永
良
部
事
業
に
つ
い
て
︑環
境
省
と
の
協
議

を
行
い
︑﹁２
月
ま
で
に
は
一
定
の
方
針
を
報

告
で
き
る
﹂と
の
答
弁
が
あ
った
︒そ
の
後
の

環
境
省
と
の
協
議
結
果
は
ど
の
よ
う
な
内
容

で
あ
った
の
か
︒ま
た
︑そ
の
協
議
結
果
を
踏

ま
え
︑令
和
７
年
度
以
降
の
事
業
計
画
に
つ

い
て
︑当
初
計
画
か
ら
の
変
更
の
有
無
も
含

め
︑町
と
し
て
ど
の
よ
う
に
整
理
し
て
い
る
の

か
お
伺
い
し
ま
す
︒

　
　
　
　
　

ゼ
ロ
カ
ー
ボ
ン
ア
イ
ラ
ン
ド
お

き
の
え
ら
ぶ
事
業
に
つ
き
ま
し
て
は
︑P
P
A

事
業
者
の
資
金
調
達
の
遅
延
に
よ
り
工
事
が

中
断
し
て
お
り
ま
す
︒工
事
中
断
に
伴
う
環

境
省
と
の
協
議
状
況
を
ご
説
明
い
た
し
ま

す
︒現
在
の
資
金
調
達
状
況
お
よ
び
施
工
業

者
と
の
調
整
状
況
を
総
合
的
に
勘
案
す
る

と
︑本
年
度
中
の
事
業
完
工
は
極
め
て
困
難

な
状
況
で
あ
る
た
め
︑協
議
の
結
果
︑本
年
度

は
交
付
金
に
つ
い
て
一
旦
取
り
下
げ
︑次
年

度
も
交
付
金
の
予
算
要
求
は
せ
ず
︑令
和
9

年
度
に
再
度
予
算
計
上
す
る
形
で
事
業
計

画
の
変
更
を
行
い
ま
し
た
︒

　

ま
た
︑事
業
期
間
に
つ
き
ま
し
て
も
︑本
来
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問

　
　

え
ら
ぶ
ゆ
り
電
力
の
資
金
繰
り
と
工

事
再
開
の
見
通
し
に
つ
い
て
現
状
の
進
捗
状

況
を
お
伺
い
し
ま
す
︒

問

　
　

契
約
管
理
体
制
と
リ
ス
ク
対
応
に
つ

い
て問

答
： 町
長

　
　
　
　
　

株
式
会
社
え
ら
ぶ
ゆ
り
電
力

の
資
金
繰
り
に
つ
き
ま
し
て
は
︑グ
ル
ー
プ
の

答
： 町
長

　
　
　
　
　

昨
年
１２
月
の
第
４
回
議
会
定

例
会
以
降
︑公
認
会
計
士
に
よ
る
第
三
者
評

価
や
顧
問
弁
護
士
に
よ
る
法
的
な
相
談
体

制
の
整
備
を
進
め
て
ま
い
り
ま
し
た
︒公
認

会
計
士
に
よ
る
第
三
者
評
価
で
は
︑D
G

答
： 町
長

で
あ
れ
ば
︑本
年
度
か
ら
令
和
９
年
度
ま
で

の
３
箇
年
で
実
施
す
る
予
定
で
あ
った
施
設

整
備
を
︑令
和
９
年
度
の
単
年
度
で
実
施
す

る
こ
と
と
な
り
ま
す
が
︑施
工
体
制
や
工
程

管
理
の
観
点
か
ら
技
術
的
に
も
困
難
で
あ
る

と
見
込
ま
れ
ま
す
︒令
和
９
年
度
以
降
の
事

業
期
間
の
延
長
に
つ
き
ま
し
て
も
︑環
境
省

か
ら
も
ご
理
解
い
た
だ
い
て
お
り
︑P
P
A

事
業
事
業
者
の
実
施
体
制
が
再
構
築
さ
れ

た
段
階
に
お
い
て
︑事
業
の
確
実
な
実
施
を

図
る
観
点
か
ら
︑必
要
な
事
業
期
間
の
延
長

に
つ
い
て
協
議
を
行
う
予
定
で
す
︒

親
会
社
で
あ
る
株
式
会
社
D
G
キ
ャ
ピ
タ
ル

グ
ル
ー
プ
の
資
金
繰
り
が
影
響
し
ま
す
の

で
︑D
G
キ
ャ
ピ
タ
ル
グ
ル
ー
プ
の
資
金
繰

り
に
つ
い
て
ご
説
明
い
し
ま
す
︒D
G
キ
ャ
ピ

タ
ル
グ
ル
ー
プ
の
資
金
繰
り
に
つ
き
ま
し
て

は
︑複
数
の
資
金
調
達
計
画
が
示
さ
れ
て
お

り
ま
す
が
︑い
ず
れ
も
入
金
の
目
途
が
た
って

お
り
ま
せ
ん
︒以
上
の
よ
う
な
状
況
か
ら
︑え

ら
ぶ
ゆ
り
電
力
と
締
結
し
て
お
り
ま
し
た
︑

知
名
町
公
共
施
設
等
への
再
生
可
能
エ
ネ
ル

ギ
ー
導
入
事
業
P
P
A
契
約
に
つ
い
て
︑今

後
の
工
事
再
開
及
び
本
契
約
の
完
遂
は
非

常
に
困
難
で
あ
る
と
判
断
し
︑２
月
２４
日
を

も
って
本
契
約
を
解
除
い
た
し
ま
し
た
︒今
後

は
︑え
ら
ぶ
ゆ
り
電
力
に
代
わ
る
新
た
な

P
P
A
事
業
者
の
選
定
を
行
い
︑関
係
機
関

と
調
整
を
行
い
な
が
ら
事
業
の
実
現
を
目
指

し
て
ま
い
り
ま
す
︒

議員

沖
永
良
部
古
墓
群
の
国
指
定
に
つ
い
て

一
般
質
問

教
育
長　
官
報
で
告
示
さ
れ
正
式
に
国
指
定
史
跡
と
な
った
︒

動画はこちら

　
　

令
和
7
年
度
農
産
物
の
さ
と
う
き
び
・

野
菜
・畜
産
・花
卉
の
販
売
状
況
に
つ
い
て
伺

う
︒

　
　
　
　
　

サ
ト
ウ
キ
ビ
は
前
年
度
比

11
％
減
の
約
9
万
4
︐8
7
1
ト
ン
を
見
込

ん
で
い
る
が
︑現
場
の
状
況
か
ら
10
万
ト
ン

前
後
に
達
す
る
可
能
性
が
あ
る
︒バ
レ
イ
シ
ョ

は
植
付
け
の
遅
れ
か
ら
4
月
中
・下
旬
に

ピ
ー
ク
を
迎
え
る
見
込
み
で
︑価
格
は
キ
ロ

単
価
3
0
0
円
超
の
高
値
で
推
移
し
て
い

る
︒畜
産
は
︑令
和
8
年
1
月
の
競
り
で
の
子

牛
平
均
価
格
が
67
万
2
︐0
0
0
円
︵前
年

同
月
比
1
4
7
％
︶と
大
幅
に
回
復
し
た
︒

花
き
は
秋
の
天
候
不
順
で
年
内
の
販
売
量
は

減
少
し
た
が
︑供
給
不
足
に
よ
り
比
較
的
高

単
価
で
取
引
さ
れ
た
︒

　
　
次
年
度
以
降
の
バ
レ
イ
シ
ョ
の
種
子
確

保
と
安
定
導
入
に
向
け
た
対
策
を
伺
う
︒

　
　
　
　
　

北
海
道
の
不
作
や
病
害
虫
の

発
生
拡
大
に
よ
り
供
給
が
不
透
明
な
た

め
︑病
害
虫
に
強
い
﹁島
あ
か
り
﹂へ
の
品

種
更
新
を
推
進
し
︑併
せ
て
農
協
の
冷
蔵

庫
を
活
用
し
て
約
6
︐2
0
0
ケ
ー
ス
︵約

62
ヘ
ク
タ
ー
ル
分
︶の
自
家
用
種
子
を
保
管

で
き
る
体
制
の
構
築
を
検
討
し
︑安
定
確

保
に
努
め
る
︒
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米
価
高
騰
や
連
作
障
害
の
対
策
と
し

て
︑陸
稲
や
も
ち
米
の
栽
培
を
推
奨
で
き
な

い
か
︒

　
　
　
　
　

栽
培
に
は
専
用
の
機
械
設
備

が
必
要
と
な
り
︑農
家
に
新
た
な
費
用
負

担
が
生
じ
る
た
め
︑町
と
し
て
一
律
の
推

奨
は
困
難
で
す
︒た
だ
し
︑意
欲
の
あ
る
農

家
か
ら
具
体
的
な
相
談
が
あ
れ
ば
︑品
種

選
定
や
国
の
制
度
紹
介
な
ど
︑可
能
な
限

り
の
支
援
を
行
う
︒

問問

問

答
： 町
長

答
： 町
長

答
： 町
長

　
　
　
　
　
　

1
人
の
作
家
に
依
存
し
た

体
制
か
ら
地
域
事
業
へ
の
転
換
を
図
り
︑

技
術
継
承
︑品
質
の
標
準
化
︑産
業
と
し

て
の
自
立
を
確
立
す
る
︒現
在
︑地
域
お

こ
し
協
力
隊
を
技
術
継
承
員
と
し
て
派

遣
し
て
お
り
︑S
N
S
発
信
の
効
果
で
新

た
な
サ
ポ
ー
タ
ー
が
集
ま
る
な
ど
好
ま

し
い
変
化
が
現
れ
て
い
る
︒

　
　

芭
蕉
布
会
館
を
設
置
し
た
目
的
と
︑現

在
の
活
動
状
況
を
伺
う
︒

問

問答
： 町
長

農
業
振
興
に
つ
い
て

芭
蕉
布
の
振
興
に
つ
い
て

古
墓
群
に
つ
い
て

商
工
業
の
振
興
に
つ
い
て

答
： 教
育
長

　
　
　
　
　
　

地
権
者
不
明
で
個
人
に
よ

る
伐
採
が
困
難
な
た
め
︑今
年
度
中
に
鹿

児
島
県
が
伐
採
を
実
施
予
定
︒伐
採
時
に

は
︑文
化
財
保
護
の
観
点
か
ら
町
の
担
当

職
員
が
立
ち
会
い
︑適
切
な
調
整
を
行
う
︒

　
　

屋
子
母
セ
ー
ジ
マ
墓
周
辺
の
樹
木
が

県
道
に
張
り
出
し
危
険
だ
が
︑対
策
を
伺
う
︒

答
： 教
育
長

問
　
　
　
　
　

創
業
や
空
き
店
舗
活
用
を

支
援
す
る
補
助
金
を
次
年
度
は
予
算
を

1
0
0
万
円
増
額
し
︑総
額
2
5
0
万

円
で
実
施
予
定
︒町
と
商
工
会
が
連
携
し

た
こ
の
取
り
組
み
は
県
内
で
も
先
進
的
と

評
価
さ
れ
て
い
る
︒ま
た
利
益
の
島
外
流

出
を
防
ぐ
た
め
︑﹁地
域
デ
ジ
タ
ル
通
貨
﹂

の
導
入
検
討
を
進
め
て
い
る
︒さ
ら
に
広

報
活
動
を
通
じ
て
町
民
へ
﹁地
元
買
い
﹂を

積
極
的
に
呼
び
か
け
る
な
ど
︑商
店
街
を

盛
り
上
げ
る
意
識
の
共
有
に
努
め
る
︒　

　
　

商
工
業
の
活
性
化
に
む
け
︑地
元
商
店

街
の
利
用
促
進
を
図
る
具
体
的
な
取
り
組

み
を
伺
う
︒

　
　
　
　
　
　

国
の
指
定
は
︑国
が
全
国

的
な
視
点
か
ら
独
自
に
調
査
・認
定
す
る

仕
組
み
で
あ
り
︑町
か
ら
申
請
で
き
る
も

の
で
は
な
い
︒町
と
し
て
は
将
来
の
指
定

を
見
据
え
︑文
献
資
料
の
収
集
や
島
内
の

関
係
資
料
の
把
握
な
ど
︑基
礎
資
料
の
整

理
を
優
先
し
て
進
め
て
い
る
︒

　
　

国
の
重
要
無
形
文
化
財
指
定
に
向
け

た
調
査
は
行
わ
れ
て
い
る
か
伺
う
︒

問答
： 教
育
長

　
　
　
　
　
　

土
地
所
有
者
の
特
定
や
相

続
人
全
員
の
同
意
取
得
に
時
間
を
要
し

て
い
る
た
め
︑今
回
は
指
定
対
象
か
ら
外

れ
ま
し
た
︒し
か
し
︑将
来
的
な
﹁追
加
指

定
﹂を
視
野
に
入
れ
︑引
き
続
き
調
査
や
調

　
　

屋
子
母
セ
ー
ジ
マ
墓
に
つ
い
て

問答
： 教
育
長

整
を
継
続
す
る
︒　
　
　
　
　
　
　
　

キ
ャ
ピ
タ
ル
グ
ル
ー
プ
の
資
金
調
達
計
画
の

確
実
性
の
調
査
及
び
評
価
を
実
施
し
て
お
り

ま
す
︒ま
た
︑顧
問
弁
護
士
と
の
具
体
的
な
相

談
内
容
と
し
ま
し
て
は
︑仮
に
事
業
継
続
が

困
難
と
な
った
場
合
に
必
要
と
な
る
措
置
や

こ
れ
ま
で
に
整
備
さ
れ
た
財
産
の
所
有
権
の

整
理
等
に
つ
い
て
相
談
を
行
った
と
こ
ろ
で
あ

り
ま
す
︒

バレイショ畑



西　吉信 議員

町
道
内
の
ガ
ー
ド
レ
ー
ル
・カ
ー
ブ
ミ
ラ
ー
の
老
朽
化

一
般
質
問

町
長
現
場
を
確
認
し
な
が
ら
対
応
す
る

動画はこちら

　
　

　
　

①
設
置
か
ら
か
な
り
の
年
数
が
経
過

し
た
ガ
ー
ド
レ
ー
ル
が
見
ら
れ
る
が
︑随
時

取
替
の
計
画
が
あ
る
か
伺
う
︒

②
カ
ー
ブ
ミ
ラ
ー
の
表
面
が
劣
化
し
︑運
転

手
が
見
に
く
い
カ
ー
ブ
ミ
ラ
ー
が
あ
る
が
︑

取
換
が
で
き
な
い
か
伺
う
︒

　
　
　
　
　

ご
質
問
の
①
︑②
に
つ
い
て
は

関
連
が
ご
ざ
い
ま
す
の
で
︑あ
わ
せ
て
回
答
い

た
し
ま
す
︒設
置
か
ら
長
期
間
経
過
し
た

ガ
ー
ド
レ
ー
ル
や
カ
ー
ブ
ミ
ラ
ー
等
は
︑そ
の

全
数
の
状
態
把
握
が
難
し
い
現
状
で
あ
り
︑

字
区
長
や
町
民
の
方
々
か
ら
の
情
報
提
供
を

基
に
対
応
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
︒カ
ー
ブ
ミ

ラ
ー
等
の
小
規
模
な
更
新
で
あ
れ
ば
す
ぐ
に

対
応
で
き
る
こ
と
が
多
い
で
す
が
︑広
い
範
囲

で
の
ガ
ー
ド
レ
ー
ル
更
新
等
は
予
算
化
に
時

間
を
要
す
る
こ
と
も
あ
る
た
め
︑現
地
確
認

を
行
い
︑優
先
順
位
を
つ
け
な
が
ら
対
応
し

て
い
る
と
こ
ろ
で
す
︒
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問答
： 町
長

　
　

町
道
住
吉
上
平
川
線
の
道
路
沿
い
に

木
が
生
い
茂
って
い
る
箇
所
が
あ
る
が
︑伐

採
は
で
き
な
い
か
伺
う
︒

問

答
： 町
長

　
　

住
吉
方
面
か
ら
知
名
方
面
へ
通
勤
す
る

時
間
帯
︵午
前
７
時
か
ら
８
時
︶は
朝
日
が

眩
し
く
︑車
の
運
転
が
危
険
で
あ
る
︒安
全
対

策
が
で
き
な
い
か
伺
う
︒

　
　
　
　
　

運
転
中
の
強
い
朝
日
や
西
日

に
よ
り
︑前
方
が
見
え
に
く
い
状
況
で
発
生

し
た
交
通
事
故
に
つ
き
ま
し
て
は
︑基
本
的

に
は
︑道
路
交
通
法
第
７０
条
に
規
定
さ
れ
て

お
り
ま
す
安
全
運
転
義
務
違
反
の
観
点
か

ら
判
断
さ
れ
る
も
の
と
認
識
し
て
お
り
ま

す
︒同
条
で
は
︑運
転
者
は
道
路
︑交
通
及
び

車
両
等
の
状
況
に
応
じ
︑他
人
に
危
害
を
及

ぼ
さ
な
い
よ
う
な
速
度
と
方
法
で
運
転
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
旨
が
定
め
ら
れ
て
お
り
ま
す
︒

　

し
た
が
い
ま
し
て
︑た
と
え
太
陽
光
に
よ

り
視
界
が
遮
ら
れ
る
状
況
で
あ
って
も
︑速
度

問答
： 町
長

を
落
と
す
︑一
時
停
止
を
行
う
な
ど
︑状
況

に
応
じ
た
安
全
義
務
違
反
の
責
任
が
問
わ

れ
る
可
能
性
が
高
い
と
の
見
解
を
沖
永
良
部

警
察
署
か
ら
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
︒

　

町
民
の
皆
様
に
お
か
れ
ま
し
て
は
︑偏
向

サ
ン
グ
ラ
ス
の
着
用
と
車
用
サ
ン
バ
イ
ザ
ー

の
併
用
が
最
も
有
効
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
︒

ま
た
︑ご
自
身
の
体
調
や
気
象
状
況
に
合
わ

せ
︑安
全
運
転
に
留
意
し
て
い
た
だ
き
ま
す

よ
う
お
願
い
し
ま
す
︒

町
道
の
道
路
整
備
に
つ
い
て

道
路
行
政
に
つ
い
て

町
道
内
の
ガ
ー
ド
レ
ー
ル
や

カ
ー
ブ
ミ
ラ
ー
の
老
朽
化
に
つ
い
て

　
　
　
　
　

ご
質
問
の
箇
所
に
つ
い
て
は
︑

町
道
住
吉
上
平
川
線
と
町
道
知
名
正
名
海

岸
線
の
交
差
点
か
ら
︑住
吉
海
岸
へ
向
か
う

道
路
沿
い
に
生
え
て
い
る
木
と
認
識
い
た
し

ま
す
︒現
地
確
認
の
結
果
︑町
道
に
は
み
出
し

て
通
行
に
支
障
を
き
た
し
て
い
る
こ
と
が
判

明
し
た
た
め
︑伐
採
を
実
施
い
た
し
ま
す
︒

老朽化したガードレール

表面が劣化したカーブミラー



長 山  美 香 議員

町
長
公
約
﹁女
性
が
生
き
生
き
活
躍
で
き
る
環
境
整
備
﹂と
は

町
長
多
様
な
視
点
を
町
政
や
地
域
に
反
映
し
︑町
の
活
力
を
維
持
す
る
た
め
に

不
可
欠
な
施
策
で
あ
る
と
認
識
し
て
い
ま
す
︒

動画はこちら

　
　

優
先
的
に
取
り
組
む
分
野
は
？

　
　
　
　
　

﹁安
心
し
て
出
産
・子
育
て
が

で
き
る
環
境
の
整
備
﹂及
び
﹁仕
事
と
生

活
の
調
和
の
実
現
﹂で
す
︒女
性
が
活
躍

す
る
た
め
の
前
提
と
し
て
︑生
命
と
健
康

を
守
る
基
盤
が
不
可
欠
で
あ
り
ま
す
︒

　
　

D
V
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
の
移
転
後
︑

プ
ラ
イ
バ
シ
ー
への
配
慮
は
十
分
か
？

　
　
　
　
　
　
　
　
　 

庁
舎
裏
口
近
く
の

個
室
利
用
な
ど
心
理
的
負
担
に
配
慮
し

て
い
ま
す
︒今
後
は
子
育
て
広
場
の
移
転

に
合
わ
せ
︑よ
り
相
談
し
や
す
い
専
用
ス

ペ
ー
ス
の
設
置
も
検
討
し
て
い
ま
す
︒

　
　

第
２
次
知
名
町
男
女
共
同
参
画
基
本

計
画
の
進
捗
に
つ
い
て
︑町
民
の
意
識
を
ど

う
把
握
し
︑改
善
に
繋
げ
る
の
か
？

　
　
　
　
　
　
　
　
　
事
務
事
業
評
価
に

加
え
︑三
月
の
懇
話
会
で
の
報
告
や
ア
ン

ケ
ー
ト
の
規
模
拡
大
を
検
討
し
︑計
画
の

実
行
性
を
高
め
ま
す
︒

　
　

地
域
コ
ミ
ュニ
テ
ィ
︵集
落
︶で
の
女
性

参
画
を
ど
う
進
め
る
の
か
？

一
般
質
問
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現
在
は
具
体
的
事
業

に
至
って
い
ま
せ
ん
が
︑集
落
の
役
員
等
を

危機管理官養成プログラム（5か年計画のイメージ）

問問問問

　
　

専
門
知
識
を
持
つ
﹁危
機
管
理
官
﹂の

配
置
が
進
ま
な
い
中
︑﹁五
年
か
け
て
職
員

を
ス
ペ
シ
ャ
リ
ス
ト
に
育
成
す
る
ロ
ー
ド

マ
ッ
プ
﹂へ
の
見
解
は
？

問

答
： 町
長

答
： 町
長

答
： 保
健
福
祉
課
長

答
： 企
画
振
興
課
長

答
： 総
務
課
長

　
　
　
　
　
　

 

外
部
招
聘
は
財
政
面
で

課
題
が
あ
り
ま
す
が
︑提
案
さ
れ
た
ロ
ー

ド
マ
ッ
プ
を
参
考
に
︑自
衛
隊
等
か
ら
の

答
： 総
務
課
長

答
： 総
務
課
長

　
　

 

避
難
行
動
要
支
援
者
︵1
2
7
名
︶分

の
﹁個
別
避
難
計
画
﹂が
作
成
さ
れ
て
い
る

が
︑実
際
の
災
害
に
お
い
て
個
別
避
難
計
画

に
沿
って
避
難
が
お
こ
な
わ
れ
た
事
例
は
あ

る
か
？

問
　
　
　
　
　

実
際
の
災
害
で
の
適
用
事

例
は
ま
だ
あ
り
ま
せ
ん
︒し
か
し
区
長
会

や
消
防
団
幹
部
会
で
情
報
共
有
を
図
る
と

と
も
に
実
際
の
避
難
所
開
設
時
に
は
連
携

　
　

 

消
防
職
員
の
充
足
率
が
47
.
7
％
︵国

の
指
針
で
あ
る
算
定
数
86
名
に
対
し
41
名
︶

と
深
刻
だ
が
︑具
体
的
な
改
善
策
は
？ 

問
　
　
　
　
　

 

　

令
和
８
年
４
月
に
３
名

を
採
用
予
定
で
す
︒過
酷
な
勤
務
環
境
の

改
善
に
向
け
︑定
員
条
例
の
改
正
も
含

め
︑構
成
町
と
協
議
し
安
定
的
な
人
材
確

保
に
努
め
ま
す
︒

男
女
共
同
参
画
に
つ
い
て

防
災
対
策
に
つ
い
て

対
象
と
し
た
ジ
ェ
ン
ダ
ー
平
等
研
修
や

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
の
開
催
を
検
討
し
︑女

性
区
長
が
誕
生
す
る
よ
う
な
環
境
作
り

を
目
指
し
ま
す
︒

情
報
収
集
と
並
行
し
て
︑内
部
で
の
即
戦

力
育
成
を
検
討
し
ま
す
︒

を
取
り
合
い
︑避
難
行
動
要
支
援
者
の
避

難
援
助
を
お
こ
な
っ
て
お
り
ま
す
︒ま
た
︑

医
療
・福
祉
機
関
と
保
健
福
祉
課
及
び
総

務
課
の
担
当
職
員
を
交
え
た
検
討
会
を

開
催
し
て
お
り
ま
す
︒

   

男
女
共
同
参
画
が
遅
々
と
し
て
進
ま
な
い

こ
と
の
背
景
に
は
目
に
見
え
な
い
慣
行
や
社

会
的
背
景
に
よ
って
育
ま
れ
た
無
意
識
の
偏

見
︵ア
ン
コ
ン
シ
ャ
ス
・バ
イ
ア
ス
︶が
あ
り
ま

す
︒女
性
活
躍
を
声
高
に
謳
う
だ
け
で
は
女

性
の
参
画
は
進
み
ま
せ
ん
︒男
女
の
関
係
な

く
︑全
て
の
町
民
が
男
女
共
同
参
画
の
概
念

を
理
解
し
︑﹁確
か
な
学
び
﹂を
続
け
る
こ
と

が
で
き
る
環
境
づ
く
り
を
町
が
積
極
的
に
整

え
る
こ
と
が
﹁女
性
が
生
き
生
き
活
躍
で
き
る
﹂

一
歩
と
な
り
︑男
性
に
と
って
も
生
き
や
す
い

社
会
と
な
り
ま
す
︒

  

防
災
は
﹁人
﹂が
要
で
す
︒外
部
人
材
に
頼
る

だ
け
で
な
く
︑﹁町
独
自
の
専
門
家
を
育
て
る
﹂

と
い
う
長
期
的
な
視
点
を
求
め
ま
し
た
︒

　

消
防
本
部
に
お
か
れ
ま
し
て
は
日
々
の
厳

し
い
訓
練
や
多
忙
な
業
務
の
中
︑中
学
生
や

高
校
生
の
職
場
体
験
の
受
け
入
れ
を
通
じ
て

将
来
の
人
材
確
保
に
向
け
た
取
り
組
み
を
進

め
て
頂
い
て
い
る
こ
と
に
敬
意
を
表
し
ま
す
︒

消
防
職
員
の
確
保
は
住
民
の
生
命
と
財
産
を

守
る
た
め
の
重
要
な
課
題
で
あ
り
︑広
域
内
の

二
町
と
連
携
し
充
足
率
の
向
上
に
努
め
て
い

た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
︒



福 川  勝 久 議員

え
ら
ぶ
ゆ
り
電
力
の
資
金
繰
り
と
工
事
再
開
の
見
通
し
に
つ
い
て
現
状
の
進
捗
状
況
は

一
般
質
問

町
長
今
後
の
工
事
再
開
及
び
本
契
約
の
完
遂
は
非
常
に
困
難
で
あ
る
と
判
断
し
︑本
契
約
を

解
除
い
た
し
ま
し
た
︒

動画はこちら

　
　

環
境
省
と
の
協
議
結
果
と
今
後
の
事

業
計
画
に
つ
い
て
12
月
定
例
会
に
お
い
て
︑本

町
が
進
め
る
ゼ
ロ
カ
ー
ボ
ン
ア
イ
ラ
ン
ド
沖

永
良
部
事
業
に
つ
い
て
︑環
境
省
と
の
協
議

を
行
い
︑﹁２
月
ま
で
に
は
一
定
の
方
針
を
報

告
で
き
る
﹂と
の
答
弁
が
あ
った
︒そ
の
後
の

環
境
省
と
の
協
議
結
果
は
ど
の
よ
う
な
内
容

で
あ
った
の
か
︒ま
た
︑そ
の
協
議
結
果
を
踏

ま
え
︑令
和
７
年
度
以
降
の
事
業
計
画
に
つ

い
て
︑当
初
計
画
か
ら
の
変
更
の
有
無
も
含

め
︑町
と
し
て
ど
の
よ
う
に
整
理
し
て
い
る
の

か
お
伺
い
し
ま
す
︒

　
　
　
　
　

ゼ
ロ
カ
ー
ボ
ン
ア
イ
ラ
ン
ド
お

き
の
え
ら
ぶ
事
業
に
つ
き
ま
し
て
は
︑P
P
A

事
業
者
の
資
金
調
達
の
遅
延
に
よ
り
工
事
が

中
断
し
て
お
り
ま
す
︒工
事
中
断
に
伴
う
環

境
省
と
の
協
議
状
況
を
ご
説
明
い
た
し
ま

す
︒現
在
の
資
金
調
達
状
況
お
よ
び
施
工
業

者
と
の
調
整
状
況
を
総
合
的
に
勘
案
す
る

と
︑本
年
度
中
の
事
業
完
工
は
極
め
て
困
難

な
状
況
で
あ
る
た
め
︑協
議
の
結
果
︑本
年
度

は
交
付
金
に
つ
い
て
一
旦
取
り
下
げ
︑次
年

度
も
交
付
金
の
予
算
要
求
は
せ
ず
︑令
和
9

年
度
に
再
度
予
算
計
上
す
る
形
で
事
業
計

画
の
変
更
を
行
い
ま
し
た
︒

　

ま
た
︑事
業
期
間
に
つ
き
ま
し
て
も
︑本
来

8［知名町議会だより No.180］
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すまいる横太陽光パネル

問

　
　

え
ら
ぶ
ゆ
り
電
力
の
資
金
繰
り
と
工

事
再
開
の
見
通
し
に
つ
い
て
現
状
の
進
捗
状

況
を
お
伺
い
し
ま
す
︒

問

　
　

契
約
管
理
体
制
と
リ
ス
ク
対
応
に
つ

い
て問

答
： 町
長

　
　
　
　
　

株
式
会
社
え
ら
ぶ
ゆ
り
電
力

の
資
金
繰
り
に
つ
き
ま
し
て
は
︑グ
ル
ー
プ
の

答
： 町
長

　
　
　
　
　

昨
年
１２
月
の
第
４
回
議
会
定

例
会
以
降
︑公
認
会
計
士
に
よ
る
第
三
者
評

価
や
顧
問
弁
護
士
に
よ
る
法
的
な
相
談
体

制
の
整
備
を
進
め
て
ま
い
り
ま
し
た
︒公
認

会
計
士
に
よ
る
第
三
者
評
価
で
は
︑D
G

答
： 町
長

で
あ
れ
ば
︑本
年
度
か
ら
令
和
９
年
度
ま
で

の
３
箇
年
で
実
施
す
る
予
定
で
あ
った
施
設

整
備
を
︑令
和
９
年
度
の
単
年
度
で
実
施
す

る
こ
と
と
な
り
ま
す
が
︑施
工
体
制
や
工
程

管
理
の
観
点
か
ら
技
術
的
に
も
困
難
で
あ
る

と
見
込
ま
れ
ま
す
︒令
和
９
年
度
以
降
の
事

業
期
間
の
延
長
に
つ
き
ま
し
て
も
︑環
境
省

か
ら
も
ご
理
解
い
た
だ
い
て
お
り
︑P
P
A

事
業
事
業
者
の
実
施
体
制
が
再
構
築
さ
れ

た
段
階
に
お
い
て
︑事
業
の
確
実
な
実
施
を

図
る
観
点
か
ら
︑必
要
な
事
業
期
間
の
延
長

に
つ
い
て
協
議
を
行
う
予
定
で
す
︒

親
会
社
で
あ
る
株
式
会
社
D
G
キ
ャ
ピ
タ
ル

グ
ル
ー
プ
の
資
金
繰
り
が
影
響
し
ま
す
の

で
︑D
G
キ
ャ
ピ
タ
ル
グ
ル
ー
プ
の
資
金
繰

り
に
つ
い
て
ご
説
明
い
し
ま
す
︒D
G
キ
ャ
ピ

タ
ル
グ
ル
ー
プ
の
資
金
繰
り
に
つ
き
ま
し
て

は
︑複
数
の
資
金
調
達
計
画
が
示
さ
れ
て
お

り
ま
す
が
︑い
ず
れ
も
入
金
の
目
途
が
た
って

お
り
ま
せ
ん
︒以
上
の
よ
う
な
状
況
か
ら
︑え

ら
ぶ
ゆ
り
電
力
と
締
結
し
て
お
り
ま
し
た
︑

知
名
町
公
共
施
設
等
への
再
生
可
能
エ
ネ
ル

ギ
ー
導
入
事
業
P
P
A
契
約
に
つ
い
て
︑今

後
の
工
事
再
開
及
び
本
契
約
の
完
遂
は
非

常
に
困
難
で
あ
る
と
判
断
し
︑２
月
２４
日
を

も
って
本
契
約
を
解
除
い
た
し
ま
し
た
︒今
後

は
︑え
ら
ぶ
ゆ
り
電
力
に
代
わ
る
新
た
な

P
P
A
事
業
者
の
選
定
を
行
い
︑関
係
機
関

と
調
整
を
行
い
な
が
ら
事
業
の
実
現
を
目
指

し
て
ま
い
り
ま
す
︒

議員

沖
永
良
部
古
墓
群
の
国
指
定
に
つ
い
て

一
般
質
問

教
育
長　
官
報
で
告
示
さ
れ
正
式
に
国
指
定
史
跡
と
な
った
︒

動画はこちら

　
　

令
和
7
年
度
農
産
物
の
さ
と
う
き
び
・

野
菜
・畜
産
・花
卉
の
販
売
状
況
に
つ
い
て
伺

う
︒

　
　
　
　
　

サ
ト
ウ
キ
ビ
は
前
年
度
比

11
％
減
の
約
9
万
4
︐8
7
1
ト
ン
を
見
込

ん
で
い
る
が
︑現
場
の
状
況
か
ら
10
万
ト
ン

前
後
に
達
す
る
可
能
性
が
あ
る
︒バ
レ
イ
シ
ョ

は
植
付
け
の
遅
れ
か
ら
4
月
中
・下
旬
に

ピ
ー
ク
を
迎
え
る
見
込
み
で
︑価
格
は
キ
ロ

単
価
3
0
0
円
超
の
高
値
で
推
移
し
て
い

る
︒畜
産
は
︑令
和
8
年
1
月
の
競
り
で
の
子

牛
平
均
価
格
が
67
万
2
︐0
0
0
円
︵前
年

同
月
比
1
4
7
％
︶と
大
幅
に
回
復
し
た
︒

花
き
は
秋
の
天
候
不
順
で
年
内
の
販
売
量
は

減
少
し
た
が
︑供
給
不
足
に
よ
り
比
較
的
高

単
価
で
取
引
さ
れ
た
︒

　
　
次
年
度
以
降
の
バ
レ
イ
シ
ョ
の
種
子
確

保
と
安
定
導
入
に
向
け
た
対
策
を
伺
う
︒

　
　
　
　
　

北
海
道
の
不
作
や
病
害
虫
の

発
生
拡
大
に
よ
り
供
給
が
不
透
明
な
た

め
︑病
害
虫
に
強
い
﹁島
あ
か
り
﹂へ
の
品

種
更
新
を
推
進
し
︑併
せ
て
農
協
の
冷
蔵

庫
を
活
用
し
て
約
6
︐2
0
0
ケ
ー
ス
︵約

62
ヘ
ク
タ
ー
ル
分
︶の
自
家
用
種
子
を
保
管

で
き
る
体
制
の
構
築
を
検
討
し
︑安
定
確

保
に
努
め
る
︒
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米
価
高
騰
や
連
作
障
害
の
対
策
と
し

て
︑陸
稲
や
も
ち
米
の
栽
培
を
推
奨
で
き
な

い
か
︒

　
　
　
　
　

栽
培
に
は
専
用
の
機
械
設
備

が
必
要
と
な
り
︑農
家
に
新
た
な
費
用
負

担
が
生
じ
る
た
め
︑町
と
し
て
一
律
の
推

奨
は
困
難
で
す
︒た
だ
し
︑意
欲
の
あ
る
農

家
か
ら
具
体
的
な
相
談
が
あ
れ
ば
︑品
種

選
定
や
国
の
制
度
紹
介
な
ど
︑可
能
な
限

り
の
支
援
を
行
う
︒

問問

問

答
： 町
長

答
： 町
長

答
： 町
長

　
　
　
　
　
　

1
人
の
作
家
に
依
存
し
た

体
制
か
ら
地
域
事
業
へ
の
転
換
を
図
り
︑

技
術
継
承
︑品
質
の
標
準
化
︑産
業
と
し

て
の
自
立
を
確
立
す
る
︒現
在
︑地
域
お

こ
し
協
力
隊
を
技
術
継
承
員
と
し
て
派

遣
し
て
お
り
︑S
N
S
発
信
の
効
果
で
新

た
な
サ
ポ
ー
タ
ー
が
集
ま
る
な
ど
好
ま

し
い
変
化
が
現
れ
て
い
る
︒

　
　

芭
蕉
布
会
館
を
設
置
し
た
目
的
と
︑現

在
の
活
動
状
況
を
伺
う
︒

問

問答
： 町
長

農
業
振
興
に
つ
い
て

芭
蕉
布
の
振
興
に
つ
い
て

古
墓
群
に
つ
い
て

商
工
業
の
振
興
に
つ
い
て

答
： 教
育
長

　
　
　
　
　
　

地
権
者
不
明
で
個
人
に
よ

る
伐
採
が
困
難
な
た
め
︑今
年
度
中
に
鹿

児
島
県
が
伐
採
を
実
施
予
定
︒伐
採
時
に

は
︑文
化
財
保
護
の
観
点
か
ら
町
の
担
当

職
員
が
立
ち
会
い
︑適
切
な
調
整
を
行
う
︒

　
　

屋
子
母
セ
ー
ジ
マ
墓
周
辺
の
樹
木
が

県
道
に
張
り
出
し
危
険
だ
が
︑対
策
を
伺
う
︒

答
： 教
育
長

問
　
　
　
　
　

創
業
や
空
き
店
舗
活
用
を

支
援
す
る
補
助
金
を
次
年
度
は
予
算
を

1
0
0
万
円
増
額
し
︑総
額
2
5
0
万

円
で
実
施
予
定
︒町
と
商
工
会
が
連
携
し

た
こ
の
取
り
組
み
は
県
内
で
も
先
進
的
と

評
価
さ
れ
て
い
る
︒ま
た
利
益
の
島
外
流

出
を
防
ぐ
た
め
︑﹁地
域
デ
ジ
タ
ル
通
貨
﹂

の
導
入
検
討
を
進
め
て
い
る
︒さ
ら
に
広

報
活
動
を
通
じ
て
町
民
へ
﹁地
元
買
い
﹂を

積
極
的
に
呼
び
か
け
る
な
ど
︑商
店
街
を

盛
り
上
げ
る
意
識
の
共
有
に
努
め
る
︒　

　
　

商
工
業
の
活
性
化
に
む
け
︑地
元
商
店

街
の
利
用
促
進
を
図
る
具
体
的
な
取
り
組

み
を
伺
う
︒

　
　
　
　
　
　

国
の
指
定
は
︑国
が
全
国

的
な
視
点
か
ら
独
自
に
調
査
・認
定
す
る

仕
組
み
で
あ
り
︑町
か
ら
申
請
で
き
る
も

の
で
は
な
い
︒町
と
し
て
は
将
来
の
指
定

を
見
据
え
︑文
献
資
料
の
収
集
や
島
内
の

関
係
資
料
の
把
握
な
ど
︑基
礎
資
料
の
整

理
を
優
先
し
て
進
め
て
い
る
︒

　
　

国
の
重
要
無
形
文
化
財
指
定
に
向
け

た
調
査
は
行
わ
れ
て
い
る
か
伺
う
︒

問答
： 教
育
長

　
　
　
　
　
　

土
地
所
有
者
の
特
定
や
相

続
人
全
員
の
同
意
取
得
に
時
間
を
要
し

て
い
る
た
め
︑今
回
は
指
定
対
象
か
ら
外

れ
ま
し
た
︒し
か
し
︑将
来
的
な
﹁追
加
指

定
﹂を
視
野
に
入
れ
︑引
き
続
き
調
査
や
調

　
　

屋
子
母
セ
ー
ジ
マ
墓
に
つ
い
て

問答
： 教
育
長

整
を
継
続
す
る
︒　
　
　
　
　
　
　
　

キ
ャ
ピ
タ
ル
グ
ル
ー
プ
の
資
金
調
達
計
画
の

確
実
性
の
調
査
及
び
評
価
を
実
施
し
て
お
り

ま
す
︒ま
た
︑顧
問
弁
護
士
と
の
具
体
的
な
相

談
内
容
と
し
ま
し
て
は
︑仮
に
事
業
継
続
が

困
難
と
な
った
場
合
に
必
要
と
な
る
措
置
や

こ
れ
ま
で
に
整
備
さ
れ
た
財
産
の
所
有
権
の

整
理
等
に
つ
い
て
相
談
を
行
った
と
こ
ろ
で
あ

り
ま
す
︒

バレイショ畑



　
　

硬
度
低
減
化
処
理
施
設
の
設
備
の
設

置
期
間
及
び
電
気
透
析
処
理
技
術
の
内
容

に
つ
い
て
伺
う
︒

　
　
　
　
　

ま
ず
︑電
気
透
析
装
置
の
整

備
状
況
に
つ
い
て
︑現
在
は
工
場
に
お
い

て
順
調
に
政
策
を
進
め
て
い
ま
す
︒現
場

へ
の
設
置
時
期
は
︑管
理
棟
工
事
の
進
捗

状
況
に
合
わ
せ
令
和
８
年
度
か
ら
搬
入

及
び
設
置
を
行
う
予
定
︒

　

電
気
透
析
処
理
技
術
に
つ
い
て
は
︑陽

イ
オ
ン
交
換
膜
と
陰
イ
オ
ン
交
換
膜
と
い

う
性
質
の
異
な
る
２
種
類
の
膜
と
︑電
気

の
力
を
利
用
し
て
水
中
の
カ
ル
シ
ュ
ウ
ム

等
を
除
去
す
る
も
の
も
の
で
︑適
切
に
硬

度
処
理
さ
れ
た
水
を
水
道
水
と
し
て
供

給
す
る
︒

　
　

本
体
工
事
︑電
気
透
析
法
設
備
の
施
工

計
画
は
ど
の
よ
う
に
な
って
い
る
か
伺
う
︒

　
　
　
　
　

上
城
上
水
場
の
施
工
計
画
は

管
理
棟
お
よ
び
ポ
ン
プ
棟
の
工
事
契
約

は
︑令
和
８
年
４
月
に
契
約
︑残
る
主
要

工
事
と
な
る
︒

　

着
水
槽
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一
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12［知名町議会だより No.180］

現場の造成状況

問答
： 町
長

問

問

問

問問

問

製氷貯氷施設

    1. 管理コストと回収の妥当性について
    長山議員 ： 回収に103年（1,240回）かかるとされるが、その間の督促や公正証書の管理にかかる

　　　　　職員の事務コストが裁判費用を上回るのではないか。管理コストを計算 したことはあるか。

    総務課長 ： 管理コストの計算はしていないが、公正証書は一度作成して金額変更がなければ、 修正が
　　　　　 ない限り追加のコストはかからない。補佐

和解案提出の理由や法的根拠、公正証書の内容について顧問弁護士、担当職員から説明を
受け、質疑応答を行いました。

議会としての判断基準と論点を整理することを目的に議員間討議を実施討議内容（主な論点）

    ２. 和解案を選択した理由について
    長山議員 ： 最初からハードルを下げた和解を選ぶのはなぜか。重大事案に対して民事裁判を諦  め、           妥  

　　            協を選択した理由は何か。

    総務課長 ： 相手方が損害額を認めており争いがないため、公正証書による和解と判断した。裁判所を   
　                 通じた和解になったとしても、実現可能な内容は今回提示したものと大きく変わらないと   
　                 考えている。

    町        長 ： 本人の支払い能力に応じた措置を取ることで、 更生と立ち直りのきっかけを作りたい 。  多  
　　　　　額の請求で生活が破綻し支払いが滞る危惧を避けるとともに、裁判費用を抑えることで 
　                 町へのさらなる損害を防ぐ狙いもある。

補佐

和解議案（損害賠償債務弁済契約案）に関する協議概要

１.弁護士との協議（令和８年１月24日）

２.議員間討議（令和８年２月24日）

３.令和８年３月定例会における質疑応答

２．債権回収とリスク管理 ・ 資産調査と
      回収の実効性 ・ 強制執行と返済方
      法 ・破産 ・生活保護時の対応

４．その他の確認事項 ・ 身元保証の考
      え方 ・ 弁済の代理について

３．裁判との比較 ・ 裁判に要する費用 ・
     期間 ・ 裁判上の和解との違い ・ 返済
    条件設定の可能性 

１．和解案の理由と法的整理 ・公正証書
     による和解を 選択した理由 ・ 刑事裁
     判と民事裁判の違い 

審議期間など、適切な判断環境が整っていたか 裁判、和解双方の回収リスクの比較

裁判費用とその効果のバランス回収方法や条件が町民の理解を得られるか

組織体制や内部統制など再犯防止の重要性
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    長山議員 ： 回収に103年（1,240回）かかるとされるが、その間の督促や公正証書の管理にかかる

　　　　　職員の事務コストが裁判費用を上回るのではないか。管理コストを計算 したことはあるか。

    総務課長 ： 管理コストの計算はしていないが、公正証書は一度作成して金額変更がなければ、 修正が
　　　　　 ない限り追加のコストはかからない。補佐

和解案提出の理由や法的根拠、公正証書の内容について顧問弁護士、担当職員から説明を
受け、質疑応答を行いました。

議会としての判断基準と論点を整理することを目的に議員間討議を実施討議内容（主な論点）

    ２. 和解案を選択した理由について
    長山議員 ： 最初からハードルを下げた和解を選ぶのはなぜか。重大事案に対して民事裁判を諦  め、           妥  

　　            協を選択した理由は何か。

    総務課長 ： 相手方が損害額を認めており争いがないため、公正証書による和解と判断した。裁判所を   
　                 通じた和解になったとしても、実現可能な内容は今回提示したものと大きく変わらないと   
　                 考えている。

    町        長 ： 本人の支払い能力に応じた措置を取ることで、 更生と立ち直りのきっかけを作りたい 。  多  
　　　　　額の請求で生活が破綻し支払いが滞る危惧を避けるとともに、裁判費用を抑えることで 
　                 町へのさらなる損害を防ぐ狙いもある。

補佐

和解議案（損害賠償債務弁済契約案）に関する協議概要

１.弁護士との協議（令和８年１月24日）

２.議員間討議（令和８年２月24日）

３.令和８年３月定例会における質疑応答

２．債権回収とリスク管理 ・ 資産調査と
      回収の実効性 ・ 強制執行と返済方
      法 ・破産 ・生活保護時の対応

４．その他の確認事項 ・ 身元保証の考
      え方 ・ 弁済の代理について

３．裁判との比較 ・ 裁判に要する費用 ・
     期間 ・ 裁判上の和解との違い ・ 返済
    条件設定の可能性 

１．和解案の理由と法的整理 ・公正証書
     による和解を 選択した理由 ・ 刑事裁
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審議期間など、適切な判断環境が整っていたか 裁判、和解双方の回収リスクの比較

裁判費用とその効果のバランス回収方法や条件が町民の理解を得られるか

組織体制や内部統制など再犯防止の重要性



    ３. 法的正義と更生のあり方について
    長山議員 ： 裁判費用を惜しんで司法判断を避けるのは本末転倒である 。 民事・刑事の両面で法の 

　　　　　判断を受け、罪の重さを認識してこそ更生が始まるのではないか。

    町        長 ： 罪の意識については、今後の刑事訴訟において厳しく対応し、 本人の認識の甘さが生じ
　　　　    ないよう追及していく。町としても、電子決済方式の導入など再発防止策を講じている。

    ４. 加害者の現状について
    福川議員 ： 本人は現在どこで、どのような状況で働いているのか。

    総務課長 ： 本人の生活状況については相手方の弁護士を通じて状況を把握している。    

    ５. 支払い増額の判断と協議について
    長山議員 ： 本人の収入増による支払い増額は誰が判断し、どのように協議するのか。 島外の ため実  

　　             情を知るのは難しいのではないか。

    総務課長 ： 定期的に収入状況がわかる書類の提出を求めている。増額が可能かについては、 お互   
　　　　     いの弁護士（代理人）を通じてやり取りを行い、合意すれば公正証書を作り直すことになる。

    ６. 支払い遅延時の対応（強制執行）について
    長山議員 ： 支払いが滞った場合、その都度少額の差し押さえを繰り返すのか。

    総務課長 ： 支払いが滞った場合は原則として「一括返済」の条件に該当する 。ただし、 一括が無理で 
　                 も本人に支払う意思があれば、再度分割協議を行うことも可能である。

    長山議員 ： 全額の強制執行は現実的に厳しく、結局は少額ずつの回収になるだろう。 一度 支払いが 
　　　           止まれば、そのたびに煩雑な事務手続きが発生することになるのではないか。

 

補佐

補佐

補佐

    議案第22号「和解について」反対の立場から討論をさせていただきます。 12月定例会での否決を受
け、当局が再提案に至った経緯は理解しておりますが、町政の未来と町民の皆様に対する誠実さとい
う観点から、どうしても納得できない点があり、意見を述べさせていただきます。

    議議案第22号「和解について」賛成の立場から討論を行います。本件は町民の皆様に大きな不信と不
安を与え、重大な事案であり、議会としても極めて厳しい判断が求められる案件であります。そのことを
踏まえた上で、賛成の立場から討論を行います。

　本件は町が被った被害に関わる損害賠償案件であり、今回議会に提案されているのは民事上の損害
回復に関する和解案であります。一方で、本件についてはすでに刑事告発が行われており、刑事責任に
ついては今後刑事裁判の場で判断されることとなります。したがって、本議案は刑事責任を問うものでは
なく、町が被った被害をどのように回復していくかという観点から判断すべき案件であると考えます。

　本議案は、公正証書による強制執行の担保を持ち、返済意思を確認された中で、町の損害回復を図
ろうとする現実的な処置であります。議会は町民から判断を委ねられた議決機関です。町への損害をど
のように回復していくかという現実的な責任を踏まえ、本議案に賛成するものです。
以上で賛成討論を終わります。

　裁判を行った場合でも、必ずしも回収が実現するとは限らず、見通しは必ずしも明確ではありません。
弁護士費用などとして、およそ400万円程度の費用がかかるとの見通しも示されています。そのような状
況を踏まえたとき、回収の見通しが不確実な裁判に進むのか、それとも少額であっても確実な回収を確
保するのか、この点が本議案の判断の分かれ目であると考えています。

　加えて、本和解案は法律の専門家である弁護士が関与し、法的知見から検討された上で示されたも
のです。議会として、その専門的見地からの判断は一定程度尊重すべきものと考えます。

　さらに、和解条件には相手方の収入状況などに応じて、将来的に返済額を増額する可能性も明記さ
れています。また、相手方は本件の事実関係について争わず、町に対して返済の意思を示しています。この
点も損害回復を進めていく上で重要な要素であると考えます。

　今回の和解案では月々3万円という返済額が示されています。確かに金額としては決して大きなもの
ではなく、回収には長い年月を要するのではないかという懸念があることも理解しております。しかし、この
和解は単なる任意の約束ではありません。公正証書による和解をすることで、支払いが滞った場合には
裁判を行った場合と同様に、強制執行の手続きを取ることが可能となります。これは裁判で判決を得た
場合と同等の法的効力を持つものであり、町として損害回復の実効性を担保する仕組みが整えられると
言えます。

  まず、町がこれまで町民の皆様に示してきた姿勢についてです。 町は、公式ホームページや広報を通じて
「全額について損害賠償を求めるべく、準備を進める」と明記し、全額回収を目指す毅然とした姿勢を広く
示してこられました。町民の皆様も、その言葉に町政の自浄作用を期待し、見守ってこられたはずです。 しか
し、今回示された和解案は、月 3々万円という長期分割払いです。この条件では、完済までに100年余りとい
う、到底現実的とは言えない年月を要します。実質的に全額回収の可能性が極めて低いこの案を認めるこ
とは、町自らが掲げた「全額回収」という公約を、事実上放棄することに等しいのではないでしょうか。

理由①町民への公約と現実の乖離

理由①損害回復に焦点を当てた本議案の位置づけ

理由②強制執行を担保する公正証書の効力

理由③返済意思の確認と条件変更の可能性

理由⑤裁判との比較に基づく現実的判断

結論：本議案に対する判断理由

理由④専門的見地からの判断の尊重

   前回、本案が「専門家による四者合意を経た最善の策である」とのご意見もございました。 実務的な合
意点を探られた専門家の皆様の努力には敬意を表します。しかし、弁護士同士の合意はあくまで民事上
の「落としどころ」を探る手続きです。議会の役割は、その手続きを追認することではなく、その内容が「町
民の皆様の公平性に照らして、本当に正しいと言えるのか」を判断することにあります。加害者側も含めた
合意が、必ずしも町政にとっての最善であるとは限りません。

理由②専門家による合意への見解

   また、今回の案では「利息を付さない」とされています。町税を1日延滞しても利息が発生する一方で、公
金を詐取した者に対して「100年間の無利子分割」という極めて例外的な配慮をすることは、誠実な納税
者に対して説明がつきません。さらに、 裁判費用を惜しんで和解を選ぶとの説明もございますが、今後

100年余りにわたり債権を管理し続ける職員の人件費を考えれば、結果として町民の負担はさらに膨ら
むことになります。

理由③不公平な条件と管理コストの懸念

　当局からは「12月に認めていれば今頃は回収が始まっていた」というお話もございます。 しかし、回収
が滞っている最大の理由は、町民が納得できる「筋の通った解決策」を提示できていないことにありま
す。単なる「早さ」のために、行政としてのケジメを疎かにしてはなりません。

理由④停滞の責任の所在

　「早く終わらせること」よりも「正しく解決すること」こそが、傷ついた町政の信頼を回復させる唯一の道
です。町自らが示した「全額回収」という約束を果たすためにも、一度「司法の場」での厳格な判断を仰
ぎ、全額に対する法的権利を確定させるべきです。 議員各位におかれましても、どうか町民お一人お一人
の心情に寄り添ったご判断をいただけますよう申し上げ、私の反対討論を終わります。

結びに
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    長山議員 ： 支払いが滞った場合、その都度少額の差し押さえを繰り返すのか。

    総務課長 ： 支払いが滞った場合は原則として「一括返済」の条件に該当する 。ただし、 一括が無理で 
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　　　           止まれば、そのたびに煩雑な事務手続きが発生することになるのではないか。
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令和8年度一般会計当初予算審査特別委員会
総務・行財政・職員確保

犯罪被害者等支援条例の策定状況と、見舞金支給等の要綱作成について問う。
現在、情報収集を行っており、令和8年度中に条例として制定する予定である。

質問
回答

保健・福祉
介護人材確保に向けた町の姿勢と現状の認識を問う。
検討委員会を立ち上げ、令和8年度は若い世代に福祉の魅力を伝えるPRイベント等の予算を計上した。

質問
回答

産業・建設（産業・観光・インフラ）

ふるさと納税の目標額8000万円達成に向けた戦略を問う。
新返礼品の開発を進めるとともに、新たに地域おこし協力隊を「ふるさと納税専属」として募集し、
体制を強化する。

質問
回答

給食
小学校給食の無償化の開始時期と、中学校への拡大について問う。
小学校は国の動向に関わらず、町単独予算で4月1日から無償化を実施する。中学校については財政
当局と協議が必要である。

質問
回答

新規品目栽培試験の対象品目と支援内容を問う。
枝豆とかぼちゃを想定しており、高額な種子代の助成や、機械の修繕等に充てる。

質問
回答

「シマグワ」の販売実績と民間移譲の見通しを問う。
売上は2月末時点で1600万円を超え、伸びている。ウェブサイト構築などの販売戦略を強化し、民間事
業者が自立できるよう支援を続ける。

質問
回答

新規の農業機械等導入支援事業の条件（青色申告等）について問う。
意欲ある農業者を育成するため、青色申告や収入保険への加入を要件とするが、詳細は今後検討する。

質問
回答

鈴木農林大臣来島を機に、スマート農業のモデル地区設置など、さらなる仕掛けはできないか提案する。
水利施設の予算確保を最優先としつつ、ドローン等の新技術導入や若者のチャレンジを県・国を通じて
支援する体制を作りたい。

質問
回答

公営住宅（田水団地）の建替計画の詳細を問う 。
2DK（24戸）、3LDK（4戸）の計28戸を計画しており、3期に分けて順次建設・入居を進める。

質問
回答

建設・運送業者のタイヤ代高騰に対する助成事業の有無を問う。
現在、特定の補助窓口はないが、入札時の経費精算や物価高騰対策の枠組みの中で検討すべき課題
と認識している。

質問
回答

徳洲会病院への輸血用血液備蓄補助金の意義を問う。
離島では緊急時の取り寄せが間に合わないため、事前に備蓄し、廃棄せざるを得なかった分を両町で
半分ずつ負担し、救急体制を維持している。

質問
回答

猫の不妊去勢手術補助金の周知方法について、町報での特集を提案する。
予算成立後、要綱を作成し、5月号を目処に町報等で広く周知したい。

質問
回答

職員確保が喫緊の課題だが、通年採用や面接・小論文重視の採用試験の導入はどうかと提案する
離職率の改善が課題であり、年度途中採用の試行や、社会人枠での学力検査免除など、人物重視の
採用をさらに改善していきたい。 

質問
回答

職員の相次ぐ離職や不幸を受け、職員の心のケア（カウンセリング等）を実施したか問う。
専門家によるWeb相談を実施予定で、まずは個人を対象に進め、効果を見極めたい。
3月の研修でもメンタルケアを組み込む。 

質問
回答

弁護士委託料が昨年度より減額されている理由と、ゼロカーボン関連の裁判費用の計上について問う。
計上分は顧問契約料であり、裁判費用は別途、協議後に補正予算等で対応する。

質問
回答

知名町職員の給与に関する条例及び知名町一般職の任期付職員の採用等に関する
条例の一部を改正する条例について

令和７年度知名町一般会計補正予算（第５号）について
令和７年度知名町国民健康保険特別会計補正予算(第３号)について
令和７年度知名町介護保険特別会計補正予算（第３号）について
令和７年度知名町水道事業会計補正予算（第２号）について
令和７年度知名町下水道事業会計補正予算（第４号）について
工事請負契約の締結について（屋子母地区浸透池造成工事）

第1号

第2号

第3号
第4号
第5号
第6号
第7号
第8号

議案

議案

議案
議案
議案
議案
議案

原案可決

原案可決

原案可決
原案可決
原案可決
原案可決
原案可決
可 決

支払督促の訴訟への移行による訴えの提起について
知名町過疎地域持続的発展計画の変更について
知名辺地総合整備計画の変更について

令和７年度知名町一般会計補正予算（第７号）について
令和７年度知名町国民健康保険特別会計補正予算(第４号)について
令和７年度知名町介護保険特別会計補正予算（第４号）について
令和７年度知名町後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号）について
令和７年度知名町水道事業会計補正予算（第３号）について
令和７年度知名町下水道事業会計補正予算（第５号）について

第２号会計年度任用職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例について
知名町職員等の旅費に関する条例の全部を改正する条例について
和解について
知名町フローラルパークの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例について
知名町国民宿舎の指定管理者の指定について
知名町フローラル館の指定管理者の指定について
知名町自然休養村管理センターの指定管理者の指定について
知名町印鑑の登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例について
知名町債権管理条例の一部を改正する条例について
知名町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について
知名町介護保険条例の一部を改正する条例について
沖永良部衛生管理組合規約の変更について
知名町えらぶ特産品加工場の設置及び管理に関する条例の制定について
工事請負変更契約の締結について（令和７年度　新住吉団地改修工事）
知名町道路線の認定について
知名町学校の在り方検討委員会設置条例の制定について
工事請負契約の締結について（令和７年度　田皆小学校予防改修工事）

第1号
第9号
第10号

第1号

第11号
第12号
第13号
第14号
第15号
第16号

第17号

第18号

第19号

第20号
第21号
第22号
第23号
第24号
第25号
第26号
第27号
第28号
第29号
第30号
第31号
第32号
第33号
第34号
第35号
第36号

報告
議案
議案

承認

議案
議案
議案
議案
議案
議案

議案

議案

議案

議案
議案
議案
議案
議案
議案
議案
議案
議案
議案
議案
議案
議案
議案
議案
議案
議案

原案可決
原案可決

承 認

原案可決
原案可決
原案可決
原案可決
原案可決
原案可決

原案可決

原案可決

原案可決

原案可決
原案可決
否 決
原案可決
原案可決
原案可決
原案可決
原案可決
原案可決
原案可決
原案可決
原案可決
原案可決
可 決
可 決
原案可決
可 決

令和８年第１回知名町議会臨時会議決結果

令和８年第１回知名町議会定例会議決結果

議案番号整理区分 付議件名 議決結果

議案番号整理区分 付議件名 議決結果

17 16［知名町議会だより No.180］［知名町議会だより No.180］

知名町職員の給与に関する条例及び知名町一般職の任期付職員の採用等に関する
条例の一部を改正する条例について
知名町長等の給与等に関する条例及び知名町議会議員の議員報酬等に関する条例
の一部を改正する条例について

専決処分事項の承認を求めることについて
令和７年度知名町一般会計補正予算（第６号）について

知名町長等の給与等に関する条例及び知名町議会議員の議員報酬等に関する条例
の一部を改正する条例について
第１号会計年度任用職員の報酬、期末手当、勤勉手当及び費用弁償に関する条例の
一部を改正する条例について



令和8年度一般会計当初予算審査特別委員会
総務・行財政・職員確保

犯罪被害者等支援条例の策定状況と、見舞金支給等の要綱作成について問う。
現在、情報収集を行っており、令和8年度中に条例として制定する予定である。

質問
回答

保健・福祉
介護人材確保に向けた町の姿勢と現状の認識を問う。
検討委員会を立ち上げ、令和8年度は若い世代に福祉の魅力を伝えるPRイベント等の予算を計上した。

質問
回答

産業・建設（産業・観光・インフラ）

ふるさと納税の目標額8000万円達成に向けた戦略を問う。
新返礼品の開発を進めるとともに、新たに地域おこし協力隊を「ふるさと納税専属」として募集し、
体制を強化する。

質問
回答

給食
小学校給食の無償化の開始時期と、中学校への拡大について問う。
小学校は国の動向に関わらず、町単独予算で4月1日から無償化を実施する。中学校については財政
当局と協議が必要である。

質問
回答

新規品目栽培試験の対象品目と支援内容を問う。
枝豆とかぼちゃを想定しており、高額な種子代の助成や、機械の修繕等に充てる。

質問
回答

「シマグワ」の販売実績と民間移譲の見通しを問う。
売上は2月末時点で1600万円を超え、伸びている。ウェブサイト構築などの販売戦略を強化し、民間事
業者が自立できるよう支援を続ける。

質問
回答

新規の農業機械等導入支援事業の条件（青色申告等）について問う。
意欲ある農業者を育成するため、青色申告や収入保険への加入を要件とするが、詳細は今後検討する。

質問
回答

鈴木農林大臣来島を機に、スマート農業のモデル地区設置など、さらなる仕掛けはできないか提案する。
水利施設の予算確保を最優先としつつ、ドローン等の新技術導入や若者のチャレンジを県・国を通じて
支援する体制を作りたい。

質問
回答

公営住宅（田水団地）の建替計画の詳細を問う 。
2DK（24戸）、3LDK（4戸）の計28戸を計画しており、3期に分けて順次建設・入居を進める。

質問
回答

建設・運送業者のタイヤ代高騰に対する助成事業の有無を問う。
現在、特定の補助窓口はないが、入札時の経費精算や物価高騰対策の枠組みの中で検討すべき課題
と認識している。

質問
回答

徳洲会病院への輸血用血液備蓄補助金の意義を問う。
離島では緊急時の取り寄せが間に合わないため、事前に備蓄し、廃棄せざるを得なかった分を両町で
半分ずつ負担し、救急体制を維持している。

質問
回答

猫の不妊去勢手術補助金の周知方法について、町報での特集を提案する。
予算成立後、要綱を作成し、5月号を目処に町報等で広く周知したい。

質問
回答

職員確保が喫緊の課題だが、通年採用や面接・小論文重視の採用試験の導入はどうかと提案する
離職率の改善が課題であり、年度途中採用の試行や、社会人枠での学力検査免除など、人物重視の
採用をさらに改善していきたい。 

質問
回答

職員の相次ぐ離職や不幸を受け、職員の心のケア（カウンセリング等）を実施したか問う。
専門家によるWeb相談を実施予定で、まずは個人を対象に進め、効果を見極めたい。
3月の研修でもメンタルケアを組み込む。 

質問
回答

弁護士委託料が昨年度より減額されている理由と、ゼロカーボン関連の裁判費用の計上について問う。
計上分は顧問契約料であり、裁判費用は別途、協議後に補正予算等で対応する。

質問
回答

知名町職員の給与に関する条例及び知名町一般職の任期付職員の採用等に関する
条例の一部を改正する条例について

令和７年度知名町一般会計補正予算（第５号）について
令和７年度知名町国民健康保険特別会計補正予算(第３号)について
令和７年度知名町介護保険特別会計補正予算（第３号）について
令和７年度知名町水道事業会計補正予算（第２号）について
令和７年度知名町下水道事業会計補正予算（第４号）について
工事請負契約の締結について（屋子母地区浸透池造成工事）

第1号

第2号

第3号
第4号
第5号
第6号
第7号
第8号

議案

議案

議案
議案
議案
議案
議案

原案可決

原案可決

原案可決
原案可決
原案可決
原案可決
原案可決
可 決

支払督促の訴訟への移行による訴えの提起について
知名町過疎地域持続的発展計画の変更について
知名辺地総合整備計画の変更について

令和７年度知名町一般会計補正予算（第７号）について
令和７年度知名町国民健康保険特別会計補正予算(第４号)について
令和７年度知名町介護保険特別会計補正予算（第４号）について
令和７年度知名町後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号）について
令和７年度知名町水道事業会計補正予算（第３号）について
令和７年度知名町下水道事業会計補正予算（第５号）について

第２号会計年度任用職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例について
知名町職員等の旅費に関する条例の全部を改正する条例について
和解について
知名町フローラルパークの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例について
知名町国民宿舎の指定管理者の指定について
知名町フローラル館の指定管理者の指定について
知名町自然休養村管理センターの指定管理者の指定について
知名町印鑑の登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例について
知名町債権管理条例の一部を改正する条例について
知名町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について
知名町介護保険条例の一部を改正する条例について
沖永良部衛生管理組合規約の変更について
知名町えらぶ特産品加工場の設置及び管理に関する条例の制定について
工事請負変更契約の締結について（令和７年度　新住吉団地改修工事）
知名町道路線の認定について
知名町学校の在り方検討委員会設置条例の制定について
工事請負契約の締結について（令和７年度　田皆小学校予防改修工事）

第1号
第9号
第10号

第1号

第11号
第12号
第13号
第14号
第15号
第16号

第17号

第18号

第19号

第20号
第21号
第22号
第23号
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第29号
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承認
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議案
議案
議案

議案

議案
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議案
議案
議案
議案
議案
議案
議案
議案
議案
議案
議案
議案
議案
議案
議案
議案
議案

原案可決
原案可決

承 認

原案可決
原案可決
原案可決
原案可決
原案可決
原案可決

原案可決

原案可決

原案可決

原案可決
原案可決
否 決
原案可決
原案可決
原案可決
原案可決
原案可決
原案可決
原案可決
原案可決
原案可決
原案可決
可 決
可 決
原案可決
可 決

令和８年第１回知名町議会臨時会議決結果

令和８年第１回知名町議会定例会議決結果

議案番号整理区分 付議件名 議決結果

議案番号整理区分 付議件名 議決結果

17 16［知名町議会だより No.180］［知名町議会だより No.180］

知名町職員の給与に関する条例及び知名町一般職の任期付職員の採用等に関する
条例の一部を改正する条例について
知名町長等の給与等に関する条例及び知名町議会議員の議員報酬等に関する条例
の一部を改正する条例について

専決処分事項の承認を求めることについて
令和７年度知名町一般会計補正予算（第６号）について

知名町長等の給与等に関する条例及び知名町議会議員の議員報酬等に関する条例
の一部を改正する条例について
第１号会計年度任用職員の報酬、期末手当、勤勉手当及び費用弁償に関する条例の
一部を改正する条例について



日月 報告事項
16(火)

17(水)
18(木)
22(火)
23(水)

2(火)

10(土)
13(火)
14(水)
15(木)
19(月)
20(火)
21(水)
26(月)

1(日)
6(金)
7(土)
8(日)
9(月)

10(火)
13(金)
14(土)

16（月）
17（火）

18（水）
19（木）
24（火）

25（水）
26（木）

2（月）

令和７年第４回定例会（議会議事堂）
全国町村会役員との懇親会（知名町フローラル館）
令和７年第４回定例会（議会議事堂）
令和７年第４回定例会（議会議事堂）
令和７年沖永良部与論地区広域事務組合議会第２回定例会（議会議事堂）
令和７年度第６回沖永良部地域公共交通活性化協議会（和泊町役場）
令和７年度第51回町内一周駅伝競走大会（町内）
金刀比羅宮新春祭（はみやま神社）
二十歳のつどい（あしびの郷ちな）
令和８年知名町消防出初式（議会委員会室）
例月監査（監査室）
第３回学校の在り方検討委員会設置に向けた準備委員会（委員会室）
令和８年第１回臨時会（議会議事堂）
南三島議会議員連絡協議会準備委員会（鹿児島市）
鹿児島県町村議会議長会議員研修会（鹿児島市）
総務文教常任委員会所管事務調査（鹿児島市）
令和７年度第７回沖永良部地域公共交通活性化協議会（和泊町役場）
第61回島内一周駅伝競走大会（島内）
青森大学佐藤教授による議員研修会（議会議事堂）
町民との意見交換会（あしびの郷ちな）
令和８年産新ばれいしょ出発式・出荷協議会（JAあまみ知名事業本部ばれいしょ出荷場）
令和８年沖永良部与論地区広域事務組合議会第１回臨時会（議会議事堂）
例月監査（監査室）
令和７年度第３回知名町子ども・子育て会議（大会議室）
令和７年度知名の子表彰及び島唄島ムニ大会（あしびの郷ちな）
南三島議会議員連絡協議会準備委員会（鹿児島市）
鹿児島県町村議会議長会第77回定期総会（鹿児島市）
鹿児島県離島振興町村議会議長会定期総会（鹿児島市）
鹿児島県町村監査委員協議会定期総会及び監査委員・補助職員研修会（鹿児島市）
知名町農村環境計画検討委員会（大会議室）
議会運営委員会（議長室）
全員協議会、議案説明会（委員会室）
市町村議会議長会ほか各種会議（奄美市）
令和８年度第１回国民健康保険・後期高齢者医療保険・介護保険運営協議会（大会議室）

第76回卒業式（沖永良部高等学校）
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諸般の報告 令和7年 12月16日～令和8年 3月2日

18［知名町議会だより No.180］

令和8年2月６日（金）青森大学　佐藤淳教授による議員研修
～地方議会における生成ＡＩの活用法～

佐藤教授が推奨するＳＯＵＮＤカードを用いワークショップ形式での研修会

工事請負変更契約の締結について(令和７年度　あしびの郷空調機修繕工事)
知名町過疎地域持続的発展計画の策定について
令和８年度知名町一般会計当初予算について
令和８年度知名町国民健康保険特別会計当初予算について
令和８年度知名町介護保険特別会計当初予算について
令和８年度知名町後期高齢者医療特別会計当初予算について
令和８年度知名町奨学資金特別会計当初予算について
令和８年度知名町土地改良事業換地清算特別会計当初予算について
令和８年度知名町水道事業会計当初予算について
令和８年度知名町下水道事業会計当初予算について
知名町副町長の選任に付き同意を求めることについて
知名町監査委員の選任に付き同意を求めることについて
知名町教育委員会教育委員の任命に付き同意を求めることについて
議員派遣の件について
知名町人権擁護委員の推薦に付き意見を求めることについて
知名町人権擁護委員の推薦に付き意見を求めることについて
閉会中の継続調査の件について
閉会中の継続調査の件について
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令和８年第１回知名町議会定例会議決結果
議案番号整理区分 付議件名 議決結果
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